
交 規 第 4 4 号

令 和 ３ 年 ４ 月 2 3 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

踏切道改良促進法等の一部を改正する法律等の施行に伴う交通警察の対応に

ついて

令和３年３月31日、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律（令和３年法律第

９号。以下「改正法」という。別添１）が公布され、一部の規定を除き、同年４日

１日から施行された。改正法（令和３年４月１日に施行される規定に限る。）によ

る改正後の踏切道改良促進法（昭和36年法律第195号。以下単に「踏切道改良促進

法」という。）、道路法（昭和27年法律第180号。以下単に「道路法」という。）等

の内容のうち、交通警察に関わる部分及びそれに伴う交通警察の対応は下記のとお

りであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

なお、本通達の内容については、警察庁において国土交通省と協議済みである。

また、国土交通省から発出された施行通知を参考として添付する。

記

第１ 改正の概要

１ 踏切道改良促進法関係

⑴ 国土交通大臣による踏切道の指定及び市町村長による申出に係る意見聴取

国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事

情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、平成28年

度以降の５か年間において踏切道改良基準に適合する改良の方法により改良

することが必要と認められるものを指定するものとされていたところ、改正

法により、５か年の期限内に、原則として５年以内に改良することが必要な

踏切道を指定する方式を改め、当該期限を廃止し、国土交通大臣が、必要に

応じて指定することとされた。

また、踏切道改良促進法第３条第５項の規定により、市町村長は、踏切道

における移動等円滑化の促進の必要性その他の地域の事情を考慮して、踏切

道改良基準に適合する改良の方法により改良することが必要と認められる踏



切道を指定すべき旨を、国土交通大臣に申し出ることができることとされた。

⑵ 地方踏切道改良計画への記載事項の追加

踏切道改良促進法第４条第４項の規定により、地方踏切道改良計画に踏切

道と交通上密接な関連を有する道路の改良の方法に関する事項を記載するこ

とができることとされた。

なお、踏切道と交通上密接な関連を有する道路とは、踏切道と通行者等が

相当程度共通であること、踏切道と相互に代替関係にあること等を指すもの

であり、その改良の具体例としては、う回路の整備のほか、狭隘な側道の拡

幅、近接交差点の改良等が想定されている。

⑶ 災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定制度の創設

改正法により、災害発生時に救急救命活動等に大きな影響を与える踏切道

について、道路管理者と鉄道事業者が連携し、優先的に開放するなどの措置

を確実に実施するため、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定制度

が創設されたところ、主な内容は、アからエまでのとおりである。

ア 踏切道改良促進法第13条第１項の規定により、国土交通大臣は、災害が

発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切

道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交

差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準（以下「災害

時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定に係る基準」という。）に該当

する踏切道のうち、踏切道災害時管理基準に適合する管理の方法を定める

ことが必要と認められるもの（以下「災害時の管理の方法を定めるべき踏

切道」という。）を指定することとされた。

(ｱ) 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関

係省令の整備等に関する省令（令和３年国土交通省令第31号。以下「整

備等省令」という。別添２）による改正後の踏切道改良促進法施行規則

（平成13年国土交通省令第86号。以下単に「踏切道改良促進法施行規則」

という。第13条に規定する災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指

定に係る基準は、ａ及びｂのとおりである。

ａ 次のいずれにも該当する踏切道

(a) 鉄道と重要物流道路等（道路法第48条の19第１項各号に該当する

道路をいう。）又は緊急輸送道路（災害対策基本法（昭和36年法律

第223号）第２条第10号に規定する地域防災計画において緊急輸送を

確保するため必要な道路として定められている道路をいう。）に該

当する道路が交差する場合における踏切道

(b) 通過する列車運行回数が１時間に10回以上のもの



(c) 人口集中地区に存するもの

(d) 当該踏切道において災害時に継続的な通行の遮断が発生している

場合に、当該踏切道をう回するための所要時間が、当該踏切道を通

行する所要時間に比べて10分以上増加することが見込まれるもの

ｂ ａに掲げるもののほか、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切

道の適確な管理により災害が発生した場合における円滑な避難又は緊

急輸送の確保を図る必要性が特に高いと認められるもの

(ｲ) 踏切道改良促進法施行規則第14条に規定する踏切道災害時管理基準

は、ａからｃまでのとおりである。

ａ 災害時における鉄道事業者と道路管理者との間の連絡体制及びこれ

らの者と関係機関との間の連絡体制を整備していること。

ｂ 災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき(a)から(d)ま

でに掲げる措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成してい

ること。

(a) 災害発生後速やかに踏切道の点検を開始すること。

(b) 踏切道における継続的な通行の遮断の発生及び踏切遮断時間の見

込みについて情報を提供すること。

(c) 踏切道における継続的な通行の遮断を解消すること。

(d) 踏切道及び踏切道に接続する道路の維持（道路の啓開のために行

うものに限る。）を行うこと。

ｃ 鉄道事業者及び道路管理者が災害時において踏切道の適確な管理の

ためにとるべき措置に関する訓練を定期的に実施することとしている

こと。

イ 踏切道改良促進法第13条第２項の規定により、都道府県知事は、同条第

１項の規定による指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出ることができる

こととされた。

ウ 踏切道改良促進法第14条第１項及び同条第２項の規定により、同法第13

条第１項の規定による指定（鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路

とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。）があったとき

は、鉄道事業者及び道路管理者は、所定の期限までに、協議により当該指

定に係る踏切道の管理の方法（以下「地方踏切道災害時管理方法」とい

う。）を定め、国土交通大臣に提出しなければならないこととされた。

なお、当該地方踏切道災害時管理方法は、踏切道災害時管理基準に適合

するものでなければならない。

また、踏切道改良促進法第14条第６項の規定により、鉄道事業者及び道



路管理者は、地方踏切道災害時管理方法を定めようとする場合において、

同法第16条第１項に規定する地方踏切道改良協議会が組織されているとき

は、当該地方踏切道改良協議会の意見を聴かなければならないこととされ

た。

エ 踏切道改良促進法第15条第１項及び同条第２項の規定により、国土交通

大臣は、同法第13条第１項の規定による指定（鉄道と国土交通大臣が道路

管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限

る。）をしたときは、当該指定に係る踏切道の管理の方法（以下「国踏切

道災害時管理方法」という。）を決定するものとされた。

なお、国踏切道災害時管理方法は、踏切道災害時管理基準に適合するも

のでなければならない。

⑷ 地方踏切道改良協議会の協議内容の拡充

踏切道改良促進法第16条第１項の規定により、鉄道事業者及び道路管理者

（国土交通大臣である道路管理者を除く。）は、地方踏切道改良計画の作成

及び実施、災害が発生した場合における踏切道の適確な管理その他の踏切道

の改良の促進に関し必要な事項について協議を行うため、地方踏切道改良協

議会を組織することができることとされた。

２ 道路法関係

道路法第31条の２第１項の規定により、指定区間外の国道、都道府県道又は

市町村道と鉄道とが交差している場合において、道路管理者及び鉄道事業者等

は、交差の方式が立体交差である場合は、交差に係る施設の維持、修繕その他

の管理の方法について、また、交差の方式が立体交差以外の交差である場合

は、災害が発生した場合における交差部分の適確な管理の方法について、協議

し、これを成立させるよう努めなければならないこととされた。

また、指定区間内の国道と鉄道とが交差している場合には、国土交通大臣

は、鉄道事業者等の意見を聴取して、その管理の方法を決定することとされ

た。

なお、整備等省令による改正後の道路法施行規則（昭和27年建設省令第25

号。以下単に「道路法施行規則」という。）第４条の２の２第２項の規定によ

り、交差の方式が立体交差以外の交差の場合の道路と鉄道との交差部分の管理

の方法の基準については、⑴及び⑵に掲げる事項を定めていることとされた。

⑴ 災害時における鉄道事業者と道路管理者との間の連絡体制及びこれらの者

と関係機関との間の連絡体制の整備に関する事項

⑵ 踏切道における継続的な通行の遮断の発生及び踏切遮断時間の見込みに関

する情報提供その他の災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき



措置に関する事項

第２ 交通警察の対応

１ 踏切道改良促進法関係

⑴ 国土交通大臣による踏切道の指定及び市町村長による申出に係る意見聴取

への対応

国土交通大臣が踏切道の指定を行う場合においては、これまでも、運用

上、あらかじめ警察庁に対する意見聴取が行われることとされており、その

際、警察庁から関係都道府県警察に対して、意見聴取を行うこととなってい

るところであるが、改正後も同様の対応を行うこととなることに留意するこ

と。

また、市町村長が申出を行う場合においては、運用上、都道府県公安委員

会に対する意見聴取が行われることとされていることから、当該意見聴取が

行われた際は、都道府県知事が申出を行う際の都道府県公安委員会に対する

意見聴取と同様、交通管理上必要な意見を申し述べること。

⑵ 地方踏切道改良計画及び国踏切道改良計画の作成に係る意見聴取への対応

鉄道事業者及び道路管理者が地方踏切道改良計画を作成し、又は国土交通

大臣が国踏切道改良計画を作成しようとする場合において、運用上、必要に

応じて、都道府県公安委員会に対する意見聴取が行われることとされている

ことから、当該意見聴取が行われた際は、交通管理上必要な意見を申し述べ

ること。

また、地方踏切道改良計画には、鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏

切道の改良に道路協力団体の協力が必要な事項（歩行者と車両とを分離して

通行させるための踏切道の着色、踏切事故の発生の防止について通行者の注

意を喚起するための看板の設置等）を記載することができることとされてい

るところ、これらの事項が記載される場合においては、道路標識又は道路標

示の効用を妨げない方法で整備される必要があることについて所要の意見を

申し述べるなどの適切な対応をされたい。

⑶ 災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定制度の創設への対応

ア 災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定への対応

国土交通大臣が、踏切道改良促進法第13条第１項の規定による指定を行

う場合においては、運用上、あらかじめ警察庁に対する意見聴取が行われ

ることとされた。

当該意見聴取が行われた際は、警察庁から関係都道府県警察に対して、

交通管理上の支障の有無等を考慮した指定の是非について意見聴取を行う

ことから、災害発生時に当該踏切道が優先的に開放されるなどの措置が講



じられることによる交通流・量の変動、緊急交通路指定予定路線との整合

性、周辺道路の交通規制、交通状況等を勘案して、適切に回答すること。

イ 都道府県知事による申出への対応

都道府県知事が、踏切道改良促進法第13条第２項の規定による申出を行

う場合においては、運用上、都道府県公安委員会に対する意見聴取が行わ

れることとされていることから、当該意見聴取が行われた際は、災害発生

時に当該踏切道が優先的に開放されるなどの措置が講じられることによる

交通流・量の変動、緊急交通路指定予定路線との整合性、周辺道路の交通

規制、交通状況等を勘案して、交管理上必要な意見を申し述べること。

ウ 地方踏切道災害時管理方法及び国踏切道災害時管理方法に係る意見聴取

への対応

鉄道事業者及び道路管理者（国土交通大臣である道路管理者を除く。）

が地方踏切道災害時管理方法を作成し、又は国土交通大臣が国踏切道災害

時管理方法を作成しようとする場合において、運用上、必要に応じて、都

道府県公安委員会に対する意見聴取が行われることとされていることか

ら、当該意見聴取が行われた際は、過去の災害時における状況、周辺道路

の交通規制、交通状況等を勘案して、交通管理上必要な意見を申し述べる

こと。

また、踏切道改良促進法施行規則第14条第１号に規定する「関係機関」

には都道府県公安委員会が含まれるところ、災害時において、鉄道事業者

及び道路管理者から都道府県公安委員会に対して迅速な連絡がなされるよ

う、連絡体制の整備に適切に対応すること。

⑷ 地方踏切道改良協議会への対応

地方踏切道改良協議会では、地方踏切道改良計画の作成及び実施、災害が

発生した場合における踏切道の適確な管理その他の踏切道の改良の促進に関

し必要な事項について協議が行われるため、必要に応じて、都道府県公安委

員会に対して、地方踏切道改良協議会の構成員に加わるよう要請されること

から、これに応じること。

この点、踏切道改良促進法第16条第５項の規定により、地方踏切道改良協

議会において協議が調った事項については、構成員は、その協議の結果を尊

重しなければならないこととされていることから、地方踏切道改良協議会の

構成員たる都道府県公安委員会として交通管理上支障が生じることのないよ

う適切に対応すること。

２ 道路法関係

鉄道事業者及び道路管理者（国土交通大臣である道路管理者を除く。）が道



路法第31条の２第１項第２号に掲げる立体交差以外の交差に係る管理の方法に

ついて協議するに当たり、運用上、必要に応じて、都道府県公安委員会に対す

る意見聴取が行われることとされていることから、当該意見聴取が行われた際

は、過去の災害時における状況、周辺道路の交通規制、交通状況等を勘案し

て、交通管理上必要な意見を申し述べること。

また、道路法施行規則第４条の２の２第２号イに規定する「関係機関」には

都道府県公安委員会が含まれるところ、災害時において、鉄道事業者及び道路

管理者から都道府県公安委員会に対して迅速な連絡がなされるよう、連絡体制

の整備に適切に対応すること。

第３ その他

改正法のうち、令和３年４月１日時点において未施行の規定のうち交通警察

に関する部分及び交通警察の対応については、別途通知する。

担当 交通規制課 規制第一係

※ 参考別添省略
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道
と
交
通
上
密
接
な
関
連
を
有
す
る
道
路（
以
下「
踏

切
道
密
接
関
連
道
路
」
と
い
う
。）の
改
良
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
関
係
市
町
村
長
」

を
「
第
四
項
の
関
係
市
町
村
長
（
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
関
係
市
町
村
長

及
び
当
該
申
出
を
し
た
市
町
村
長
）」に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三

項
又
は
第
五
項
」
に
改
め
、「
都
道
府
県
知
事
の
」
を
削
り
、「
当
該
都
道
府
県
知
事
」
を
「
都
道
府
県
知
事
」に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
し
よ
う
と
」
を
削
り
、「
、
道
路
管
理
者
（
前
条
に
規
定
す
る
」を「
及

び
道
路
管
理
者
（
」
に
、「
及
び
」
を「（
第
十
六
条
第
一
項
の
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項

と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
踏
切
道
で
あ
つ
て
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準

に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
踏
切
道
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
移
動
等
円
滑
化
を
い
う
。）の

促
進
の
必
要
性
そ
の
他
の
地
域
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
踏
切
道
改
良
基
準
に
適
合
す
る
改
良
の
方
法
に
よ
り
改
良

す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
踏
切
道
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
べ
き
旨
を
、
都
道
府
県
知

事
を
経
由
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
べ
き
旨
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
指
定
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、「
平
成
二
十
八
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に
お
い
て
」を
削
り
、

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
つ
い
て
は
、
道
路
又
は
鉄
道
に
関
す
る
国
の
計
画
の
達
成
に
資
す
る
よ
う
行
う
と

と
も
に
、
踏
切
道
の
改
良
を
優
先
的
に
実
施
す
る
必
要
性
、
踏
切
道
の
周
辺
の
地
域
の
地
形
及
び
土
地
利
用
の
状

況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
」
を
加
え
、「
当
該
」を「
同

項
の
規
定
に
よ
る
」
に
、「
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の

た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
保
安
設
備
の
整
備
、
歩
行
者
と
車
両
と
を
分
離
し
て
通
行
さ
せ
る
た
め
の
踏
切
道
の
着
色
そ
の
他
の

比
較
的
短
期
間
に
完
了
す
る
踏
切
道
の
改
良
の
方
法
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
改
良
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
当
該
踏
切
道
に
係
る
他
の
道
路
管
理
者
が
管
理
す
る
踏
切
道
密
接
関
連

道
路
の
改
良
の
方
法
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
二
項
」を
加
え
、

同
項
を
同
条
第
十
八
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
二
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条

第
十
七
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
十
四
項
」
に
改
め
、「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
二
項
」

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
二
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第

十
四
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
、
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
前
項
」
を
加
え
、「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
記
載
し
よ
う
と
す
る
」
を
「
記
載
す
る
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

10

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
立
体
交
差
化
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
を
行
お
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
に
お
け
る
協

議
を
経
て
、
当
該
期
日
ま
で
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
そ
の
旨
、
当
該
特
別
の
事
情
及
び
地
方
踏
切
道
改
良

計
画
を
提
出
す
る
期
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
計
画
提
出
期
日
」
と
い
う
。）を
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

11

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
に
係
る
計
画
提
出
期
日

が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
計
画
提
出
期
日
の
変
更
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
示
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
変
更
後
の
計
画
提
出
期
日
を
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
届
出
に
係
る
計
画
提
出
期
日
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
指
示
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
後
の
計
画
提
出
期
日
）
ま
で
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
協
議
に
よ
り
地
方

踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
五
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項

を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

５

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
に
他
の
道
路
管
理
者
が
管
理

す
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
改
良
の
方
法
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
他
の
道
路
管
理
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成

す
る
前
に
、
道
路
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
に
お
い
て
、
当
該
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
協

議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
踏
切
道
に
接
続
す
る
道
路
の
構
造
の
改
良
を
行
う
こ
と
に
よ
り
歩
行
者

又
は
自
転
車
利
用
者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る
部
分
を
確
保
す
る
こ
と
が
当
該
道
路
の
構
造
又
は
周
辺
の
土
地
利
用

の
状
況
に
よ
り
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
踏
切
道
に
お
け
る
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
を
図
る
た

め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
道
路
外
滞
留
施
設
（
踏
切
道
に
接
続
す
る
道
路
に
沿
つ
て
設
け
ら
れ

た
通
路
そ
の
他
の
当
該
道
路
の
区
域
外
に
あ
る
施
設
で
あ
つ
て
歩
行
者
又
は
自
転
車
利
用
者
の
滞
留
の
用
に
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
項
及
び
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。）の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
に
道
路
外
滞
留
施
設
の
整
備

又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
道
路
外
滞
留
施
設
所
有

者
等
（
当
該
道
路
外
滞
留
施
設
の
所
有
者
、
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
所
有
者
又
は
当
該
土
地
の
使
用
及
び
収
益

を
目
的
と
す
る
権
利
（
臨
時
設
備
そ
の
他
一
時
的
に
使
用
す
る
施
設
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の

を
除
く
。）を
有
す
る
者
を
い
う
。
第
八
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
及
び
第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
の
変
更
）

第
五
条

前
条
第
一
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を
提
出
し
た
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路

管
理
者
は
、
当
該
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
に
つ
い
て
、
協
議
に
よ
り
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を

し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
三
項
か
ら
第
九
項
ま
で
及
び
第
十
三
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
踏

切
道
改
良
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
一
項
又
は
前
項
」

と
あ
り
、
並
び
に
同
条
第
十
四
項
及
び
第
十
六
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
項
又
は
第
十
二
項
」
と

あ
る
の
は
、「
次
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
国
踏
切
道
改
良
計
画
）

第
六
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
鉄
道
と
国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ

る
道
路
と
が
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
に
係
る

踏
切
道
の
改
良
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
国
踏
切
道
改
良
計
画
」
と
い
う
。）を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
踏
切
道
改
良
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

踏
切
道
の
名
称

二

踏
切
道
の
改
良
の
方
法

三

踏
切
道
の
改
良
に
要
す
る
期
間

四

踏
切
道
の
改
良
と
一
体
と
な
つ
て
そ
の
効
果
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
事
業
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内

容
五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

３

第
四
条
第
三
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
第
二
号
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六

条
第
二
項
第
二
号
」
と
、
同
条
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
中
「
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の

は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
同
条
第
六
項
及
び
第
八
項
中
「
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
二
項
第

四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
踏
切
道
に
係
る
鉄
道
事
業
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
同
項

の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
す
る
前
に
、
当
該
鉄
道
事
業
者
と
国
土
交
通
大
臣
と
の
間
に
国
踏
切

道
改
良
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
す
る
と
き
は
、
鉄
道
の
整
備
及
び
安

全
の
確
保
並
び
に
鉄
道
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
国
踏
切
道
改
良
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
三
条
中
「
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
道
路
管
理
者
」
を
「
道
路
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者

を
除
く
。）」
に
改
め
、「
状
況
」
の
下
に
「
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
の
管
理
の
実
施
体
制
」
を
加

え
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
改
良
」
の
下
に
「
及
び
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
の
適
確
な
管
理
」
を
加
え
、
同

条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。
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第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
一
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
提

出
さ
れ
た
」、「
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
」
及
び「（
当
該
国
踏
切
道
改
良
計
画
の
変
更
が
あ
つ
た

と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）」を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
保
安
設
備
の
整
備
に
よ
る
」
を
削
り
、「
を
実
施
す
る
」
を
「
又
は
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
指
定
踏
切
道
の
適
確
な
管
理
の
た
め
に
保
安
設
備
を
整
備
す
る
」
に
、「
そ
の
実
施
」
を
「
そ
の
整
備
」
に
改

め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
三
条
第
一
項
」
を
加
え
、「
次
項
及
び
」
を
「
以
下
こ

の
条
及
び
」
に
改
め
、「
改
良
」
の
下
に
「
又
は
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
指
定
踏
切
道
の
管
理
」
を
、「
道
路

管
理
者
」
の
下
に「（
特
定
道
路
改
良
に
係
る
他
の
道
路
管
理
者
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
保
安
設
備

の
整
備
に
よ
る
」
を
削
り
、「
の
実
施
」
を
「
又
は
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
指
定
踏
切
道
の
適
確
な
管
理
の

た
め
に
行
う
保
安
設
備
の
整
備
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

（
災
害
時
の
管
理
の
方
法
を
定
め
る
べ
き
踏
切
道
の
指
定
）

第
十
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
円
滑
な
避
難
又
は
緊
急
輸
送
の
確
保
を
図
る
必

要
性
、
踏
切
道
を
通
過
す
る
列
車
の
運
行
の
状
況
、
踏
切
道
の
周
辺
に
お
け
る
鉄
道
と
道
路
と
の
交
差
の
状
況
そ

の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
踏
切
道
の
う
ち
、
踏
切
道
災
害
時
管
理
基

準
（
災
害
時
に
お
い
て
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
と
る
べ
き
措
置
の
具
体
的
内
容
及
び
手
順
を
定
め
た
対

処
要
領
の
作
成
、
当
該
措
置
に
関
す
る
訓
練
の
実
施
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
の
適
確

な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
を
い
う
。
次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第

十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
適
合
す
る
管
理
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
指
定

す
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
踏
切
道
で
あ
つ
て
前
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
踏
切
道
災
害
時
管
理
基
準
に
適
合
す
る
管
理
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
と

認
め
ら
れ
る
踏
切
道
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
べ
き
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
申
し
出
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

第
三
条
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
七
項
中
「
第
三
項
又
は
第
五
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
三
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
関
係
市
町
村
長
（
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
関
係
市
町
村
長
及
び
当
該
申
出
を
し
た
市
町
村
長
）」と
あ
る
の
は
「
関
係
市
町
村
長
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
）

第
十
四
条

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
鉄
道
と
国
土
交
通
大
臣
が
道

路
管
理
者
で
あ
る
道
路
と
が
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
に
係
る
も
の
を
除
く
。）が
あ
つ
た
と
き
は
、

国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
協
議
に
よ
り
同
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
に
係
る
踏
切
道
の
管
理
の
方
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
「
地
方
踏
切
道

災
害
時
管
理
方
法
」
と
い
う
。）を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
は
、
踏
切
道
災
害
時
管
理
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
又
は
道
路
管

理
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
四
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
と
道
路
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。

６

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を
定
め
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
第
一
項
の
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
地
方
踏

切
道
改
良
協
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
へ
の
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
の
提
出
（
鉄
道
事
業
者
及
び
都
道

府
県
又
は
道
路
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
市
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
行
う
も
の
を
除
く
。）は
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
が
著
し
く
不
適
当
で

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
に
、「
同
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
地
方
踏
切
道
改
良

計
画
又
は
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
従
つ
て
」
に
、「
期
限
を
定
め
て
、
踏
切
道
改
良
基
準
に
適
合
す
る
改
良
の
方
法
に

よ
り
」
を
「
当
該
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は
当
該
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
従
つ
て
」
に
改
め
、同
条
第
二
項
中「
前

条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
、「
な
く
当
該
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は
当
該
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
従

つ
て
」
を
「
な
く
踏
切
道
改
良
基
準
に
適
合
す
る
改
良
の
方
法
に
よ
り
」
に
、「
、
当
該
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は

当
該
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
従
つ
て
」
を
「
、
期
限
を
定
め
て
、
踏
切
道
改
良
基
準
に
適
合
す
る
改
良
の
方
法
に
よ

り
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
各
項
」
に
、「
踏
切
道
の
改
良
」
を
「
措
置
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
の
完
了
後
に
お
い
て
も
な
お
第
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
踏
切
道
に
つ
い
て
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要

で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、
期
限
を
定
め
て
、

当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
た
場
合
に
あ

つ
て
は
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
、
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
の
作
成
そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
四
条
第
一
項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
同
項
の
規
定

に
よ
り
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を
定
め
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理

者
に
対
し
て
、
当
該
踏
切
道
に
係
る
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を
定
め
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
八
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
、
踏
切
道
改
良
基
準
に
適
合
す
る
改
良
の
方
法
に
よ
り
」

を
「
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
従
い
、」に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
鉄
道
事
業

者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
踏
切
道
改
良
基
準
に
適
合
す
る
改
良
の
方
法
に
よ
り
当
該
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
条
第
二
項
又
は
第
六
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
特
定
道
路
改
良
に
関
す
る
事
項

が
記
載
さ
れ
た
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
係
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、「
道
路
管
理
者
並
び
に
特
定
道
路
改
良
に
係
る
他
の
道
路
管
理
者
」
と
す

る
。

第
七
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
評
価
）

第
十
二
条

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
を
完
了
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
踏

切
道
の
改
良
の
完
了
後
の
踏
切
道
に
お
け
る
交
通
量
、
踏
切
事
故
の
発
生
状
況
そ
の
他
の
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通

の
確
保
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
、
自
ら
評
価
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。）は
、
同
項
の
評
価
を

実
施
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
評
価
の
結
果
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。





令和年月日 水曜日 (号外特第号)官 報

９

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
た
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路

管
理
者
は
、
当
該
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
に
つ
い
て
、
協
議
に
よ
り
そ
の
内
容
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
変
更
後
の
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
の
変
更
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
）

第
十
五
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
鉄
道
と
国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者

で
あ
る
道
路
と
が
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
に

係
る
踏
切
道
の
管
理
の
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
」
と
い
う
。）を
決
定
す
る

も
の
と
す
る
。

２

国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
は
、
踏
切
道
災
害
時
管
理
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
当
該
踏
切
道
に
係
る
鉄
道
事
業
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣

が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を
決
定
す
る
前
に
、
当
該
鉄
道
事
業
者
と
国
土
交
通
大
臣
と

の
間
に
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を
決
定
す
る
と
き
は
、
鉄
道
の
整
備

及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
鉄
道
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
三
項
の
規
定
は
、
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
）

第
十
六
条

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）は
、
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
の
作
成
及
び
実
施
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
の
適
確
な

管
理
そ
の
他
の
踏
切
道
の
改
良
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
た
め
、
地
方
踏
切
道
改
良
協

議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
議
会
」
と
い
う
。）を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
。

一

当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者

二

踏
切
道
の
所
在
地
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
の
知
事

三

踏
切
道
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長

四

踏
切
道
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
を
組
織
す
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
協
議
会
に
、
次
に
掲
げ
る
者
を
構
成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

関
係
市
町
村
長

二

踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
道
路
管
理
者

三

道
路
協
力
団
体

四

そ
の
他
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
者

４

第
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
知

事
又
は
市
町
村
長
は
、
当
該
申
出
に
係
る
踏
切
道
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
踏
切
道
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
協

議
会
を
組
織
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
会
の
構
成
員
は
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会
が
定
め
る
。

（
滞
留
施
設
協
定
の
縦
覧
等
）

第
九
条

前
条
第
一
項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
滞
留
施
設
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
滞
留
施
設
協
定
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週

間
利
害
関
係
人
の
縦
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
利
害
関
係
人
は
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該

滞
留
施
設
協
定
に
つ
い
て
、
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
滞
留
施
設
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
示
し
、
か
つ
、
当
該
滞
留
施
設
協
定
の
写
し
を
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路

管
理
者
の
事
務
所
に
備
え
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
滞
留
施
設
協
定
に
お
い
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
協
定
滞
留
施
設
又
は
そ
の
敷
地
内
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
の
事
務
所
に

お
い
て
こ
れ
を
閲
覧
に
供
し
て
い
る
旨
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
条
第
二
項
及
び
前
三
項
の
規
定
は
、
滞
留
施
設
協
定
に
お
い
て
定
め
た
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
滞
留
施
設
協
定
の
効
力
）

第
十
条

前
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
公
示
の
あ
つ
た
滞
留
施

設
協
定
は
、
そ
の
公
示
の
あ
つ
た
後
に
お
い
て
協
定
滞
留
施
設
の
道
路
外
滞
留
施
設
所
有
者
等
と
な
つ
た
者
に
対

し
て
も
、
そ
の
効
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
改
良
の
特
例
）

第
七
条

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
道
路
管
理
者
は
、
道
路
法
第
十
二
条
た
だ
し
書
、
第
十
三
条

第
一
項
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
条
第

四
項
（
第
五
条
第
二
項
又
は
前
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
記
載
さ
れ
た
他
の
道
路
管

理
者
（
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。）が
管
理
す
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
改
良
（
以
下
こ
の

条
、
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
特
定
道
路
改
良
」と
い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
道
路
管
理
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
道
路
改
良
を
行
お
う
と
す
る
と
き
、
及
び
当
該
特
定
道
路

改
良
の
全
部
又
は
一
部
を
完
了
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
道
路
管
理
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
道
路
改
良
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
道
路
改
良
に
係
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を

行
う
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
道
路
改
良
に
係
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を

行
う
第
一
項
の
道
路
管
理
者
は
、
道
路
法
第
八
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の

道
路
管
理
者
と
み
な
す
。

（
滞
留
施
設
協
定
の
締
結
等
）

第
八
条

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
第
四
条
第
六
項
（
第
五

条
第
二
項
又
は
第
六
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
記
載
さ
れ
た
道
路
外
滞
留
施
設
の
整

備
又
は
管
理
を
行
う
た
め
、
道
路
外
滞
留
施
設
所
有
者
等
と
の
間
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
協
定

（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
「
滞
留
施
設
協
定
」
と
い
う
。）を
締
結
し
て
、
当
該
道
路
外
滞
留
施

設
の
整
備
又
は
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

滞
留
施
設
協
定
の
目
的
と
な
る
道
路
外
滞
留
施
設
（
以
下
こ
の
項
、次
条
第
三
項
及
び
第
十
条
に
お
い
て「
協

定
滞
留
施
設
」
と
い
う
。）

二

協
定
滞
留
施
設
の
整
備
又
は
管
理
の
方
法

三

滞
留
施
設
協
定
の
有
効
期
間

四

滞
留
施
設
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

五

次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
滞
留
施
設
協
定
の
掲
示
の
方
法

六

そ
の
他
協
定
滞
留
施
設
の
整
備
又
は
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

２

滞
留
施
設
協
定
に
つ
い
て
は
、
道
路
外
滞
留
施
設
所
有
者
等
の
全
員
の
合
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
事
務
の
区
分
）

第
二
十
三
条

第
三
条
第
五
項
、
第
四
条
第
十
七
項
（
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第

十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す

る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

（
道
路
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
」
に
、「
第
九
節

歩
行
者
利
便
増
進
道
路
（
第
四
十
八
条
の
二

十

第
四
十
八
条
の
二
十
九
）」を
「
第
九
節

歩
行
者
利
便
増
進
道
路
（
第
四
十
八
条
の
二
十

第
四
十
八
条
の
二

第
九
節
の
二

防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
（
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
二

第

十
九
）

四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
）」に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
八
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

８

都
道
府
県
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
指
定
市
以
外
の
市
町
村
か
ら
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該

市
町
村
に
お
け
る
道
路
の
維
持
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し

て
、
当
該
市
町
村
が
管
理
す
る
指
定
区
間
外
の
国
道
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
（
当
該
都
道
府
県
が
管
理
す

る
道
路
と
交
通
上
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
維
持
（
道
路
の
啓
開
の
た
め
に
行
う
も
の
に

限
る
。）又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
当
該
市
町
村
に
代
わ
つ
て
自
ら
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
前
条
並
び
に
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲

内
で
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
鉄
道
事
業
者
」
の
下
に「（
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
一
条
の
二
に
お
い
て
「
鉄
道
事
業
者

等
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

４

国
土
交
通
大
臣
及
び
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に

基
づ
い
て
裁
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
又
は
他
の
工
作
物
の
管
理
者
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
は
、
意
見
を
提
出
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
つ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他

の
道
路
に
あ
つ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条
第
五
項
中
「
第
三
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
、
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
」
を
「
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
、「
ま
で
又
は
」

を
「
ま
で
、」に
改
め
、「
第
四
十
八
条
の
十
九
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
」を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

都
道
府
県
は
、
第
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間
外
の
国
道
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
の
維
持

又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
道
路
の
道
路

管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
道
路
管
理
者
は
、」の
下
に
「
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
（
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
を
い
う
。）そ
の
他
の
」
を

加
え
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道

路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
」
を
削
り
、「
鉄
道
事
業
者
の
」
を
「
鉄
道
事
業
者
等
の
」
に
、「
道
路
管
理
者
は
、」を

「
道
路
管
理
者
及
び
」
に
、「
鉄
道
事
業
者
と
」
を
「
鉄
道
事
業
者
等
は
、」に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
と
独
立
行
政

法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
鉄
道
事

業
者
」
を
「
と
鉄
道
事
業
者
等
」
に
、「
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人

日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
鉄
道
事
業
者
」
を
「
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
裁
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

道
路
の
道
路
管
理
者
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
等
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
道
路
の
道
路
管
理
者
は
、
意
見
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
つ
て
は
当
該
道
路

管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
当
該
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共

団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道

路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
」
を
「
当
該
鉄
道
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
独
立

行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
」

を
削
り
、「
鉄
道
事
業
者
の
鉄
道
」
を
「
鉄
道
事
業
者
等
の
鉄
道
」
に
、「
自
ら
そ
の
」
を「
自
ら
当
該
国
道
の
」に
、「
当

該
鉄
道
事
業
者
」
を
「
当
該
鉄
道
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
こ
れ
ら
の
者
」
を
「
当
該
鉄
道
事
業

者
等
」
に
改
め
、
第
三
章
第
二
節
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
部
分
の
管
理
の
方
法
）

第
三
十
一
条
の
二

指
定
区
間
外
の
国
道
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
と
鉄
道
事
業
者
等
の
鉄
道
と
が
相
互
に
交

差
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
及
び
当
該
鉄
道
事
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

交
差
の
方
式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
し
、
こ
れ
を
成
立
さ
せ
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
規
定
す
る
交
差
部
分
に
つ
い
て
踏
切
道
改
良
促
進
法
第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

立
体
交
差

当
該
立
体
交
差
に
係
る
道
路
及
び
鉄
道
施
設
の
維
持
、
修
繕
（
当
該
修
繕
を
効
率
的
に
行
う
た

め
の
点
検
を
含
む
。）そ
の
他
の
管
理
の
方
法
で
あ
つ
て
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
必
要
な
も
の
と
し
て

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

二

立
体
交
差
以
外
の
交
差

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
交
差
部
分
の
管
理
の
方
法
で
あ
つ
て
安
全

か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

２

道
路
管
理
者
又
は
鉄
道
事
業
者
等
の
一
方
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
求
め
た
と
き
は
、
当
該
協
議
を
求
め

ら
れ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
管
理
者
又
は
鉄
道
事
業
者
等
の
一
方
が
第
一
項
の
協
議
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

他
の
一
方
が
当
該
協
議
に
応
じ
ず
、
又
は
当
該
協
議
が
調
わ
な
か
つ
た
場
合
で
、
当
該
協
議
を
求
め
た
者
か
ら
申

立
て
が
あ
つ
た
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
当

該
協
議
を
求
め
ら
れ
た
者
に
対
し
、
そ
の
協
議
の
開
始
又
は
再
開
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

指
定
区
間
内
の
国
道
と
鉄
道
事
業
者
等
の
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大

臣
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
等
の
意
見
を
聴
い
て
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
交
差
の
方
式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
管
理
の
方
法
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
当
該
管
理
の
方
法
の
決

定
前
に
国
土
交
通
大
臣
と
当
該
鉄
道
事
業
者
等
と
の
間
に
当
該
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
、

又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
交
差
部
分
に
つ
い
て
踏
切
道
改
良
促
進
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
る
と
き
は
、
鉄
道
の
整
備
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に

鉄
道
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
第
二
項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

四

前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
の
う
ち
、
第
四
十
八
条
の

二
十
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
内
に
設
け
ら
れ
る
工
作
物
又
は
施
設
で
、
災
害
応

急
対
策
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害

応
急
対
策
を
い
う
。
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。）に
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
道
路
管
理
者
は
、」の
下
に
「
道
路
の
沿
道
の
土
地
、
竹
木
又
は
工
作
物
が
」
を
加
え
、

同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
に
係
る
沿
道
区
域
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
対
象

と
な
る
土
地
、
竹
木
又
は
工
作
物
を
定
め
る
も
の
と
し
、
道
路
管
理
者
は
、
当
該
指
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
こ
れ
ら
の
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
四
十
四
条
第
三
項
中
「
沿
道
区
域
」
の
下
に
「
の
区
域
」
を
加
え
、「
の
管
理
者
」
を「（
前
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
管
理
者
」
に
、「
を
設
け
、」を
「
の
設
置
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
を
設
け
、」を
「
の
設
置
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
二
を
第
四
十
四
条
の
三
と
し
、
第
四
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
届
出
対
象
区
域
内
に
お
け
る
工
作
物
の
設
置
の
届
出
等
）

第
四
十
四
条
の
二

道
路
管
理
者
は
、
沿
道
区
域
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

の
対
象
と
な
る
も
の
と
し
て
工
作
物
が
公
示
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）の
全
部
又
は
一
部
の
区
域
を
、
届
出
対
象
区

域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
対
象
区
域
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、条
例（
指

定
区
間
内
の
国
道
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
省
令
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
区
域
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

届
出
対
象
区
域
の
区
域
内
に
お
い
て
、
工
作
物
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）の

設
置
に
関
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
行
為
に
着
手
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
条
例
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
為
の
種
類
、
場
所
、
設
計
又
は
施
行
方
法
、
着
手
予
定
日
そ
の
他
の
条
例
で
定
め
る
事
項
を

道
路
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為
で
条
例
で
定
め
る
も
の

二

非
常
災
害
の
た
め
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
行
為

三

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
行
為

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
項
の
う
ち
条
例
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
変
更
に
係
る
行
為
に
着
手
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
条
例
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
道
路
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

道
路
管
理
者
は
、
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届
出
に
係
る
行
為

が
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
又
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
届
出
に
係
る
行
為
に
関
し
場
所
又
は
設
計
の
変

更
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
を
設
け
、」を
「
の
設
置
」
に
改
め
る
。

第
三
章
第
九
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
九
節
の
二

防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場

（
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
指
定
）

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
の
う
ち
、
そ
の
規
模
、

そ
の
接
す
る
道
路
の
構
造
及
び
交
通
の
状
況
並
び
に
そ
の
近
傍
に
お
け
る
災
害
応
急
対
策
に
係
る
施
設
の
立
地
そ

の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
円
滑
な
避
難
又
は
緊
急
輸
送
の
確
保
を
図
る
た
め
、

重
要
物
流
道
路
の
維
持
（
道
路
の
啓
開
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。）そ
の
他
の
広
域
災
害
応
急
対
策
（
一
の
都

道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
行
わ
れ
る
緊
急
輸
送
の
確
保
そ
の
他
の
災
害
応
急
対
策
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
拠
点
と
し
て
の
機
能
の

確
保
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
と
し
て
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
指
定
に
係
る

自
動
車
駐
車
場
の
道
路
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。）に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
の
禁
止
又
は
制
限
）

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三

道
路
管
理
者
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
ぎ
、
又
は
災

害
の
速
や
か
な
復
旧
を
図
る
た
め
、
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
広
域
災
害
応
急
対
策
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を

緊
急
に
確
保
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
に
つ
い
て
、
広

域
災
害
応
急
対
策
の
拠
点
と
し
て
の
利
用
以
外
の
利
用
を
禁
止
し
、又
は
そ
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
の
制
限
等
の
表
示
）

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
四

道
路
管
理
者
は
、前
条
の
規
定
に
よ
り
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
を
禁
止
し
、

又
は
制
限
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
入
口
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
、

禁
止
又
は
制
限
の
対
象
を
明
ら
か
に
し
た
道
路
標
識
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
締
結
等
）

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五

道
路
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
す
る
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
に
つ
い
て
、
災
害
時
に

お
け
る
広
域
災
害
応
急
対
策
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設
所
有
者
等
（
当
該
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
に
隣
接
す
る
土
地
の
区
域
に

存
す
る
駐
車
場
、
備
蓄
倉
庫
、
発
電
施
設
、
通
信
設
備
そ
の
他
災
害
応
急
対
策
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定

め
る
工
作
物
又
は
施
設
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設
」
と
い
う
。）の
所
有
者
又
は
当

該
道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設

が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
当
該
道
路
外
災
害
応
急
対
策
施

設
に
係
る
部
分
の
も
の
）
の
所
有
者
若
し
く
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
（
臨
時
設
備
そ
の
他
一
時
的

に
使
用
す
る
施
設
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。）を
有
す
る
者
を
い
う
。
次
項
及
び
第
四

十
八
条
の
二
十
九
の
七
に
お
い
て
同
じ
。）と
の
間
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
協
定
（
以
下
こ
の
条

か
ら
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
ま
で
に
お
い
て
「
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
」
と
い
う
。）を
締
結
し
て
、

当
該
道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
目
的
と
な
る
道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設
（
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
三
項

及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
に
お
い
て
「
協
定
災
害
応
急
対
策
施
設
」
と
い
う
。）

二

協
定
災
害
応
急
対
策
施
設
の
管
理
の
方
法

三

災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
有
効
期
間

四

災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

五

次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
掲
示
の
方
法

六

そ
の
他
協
定
災
害
応
急
対
策
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

２

災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
に
つ
い
て
は
、
道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設
所
有
者
等
の
全
員
の
合
意
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
縦
覧
等
）

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六

道
路
管
理
者
は
、
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
を
当
該
公

告
の
日
か
ら
二
週
間
利
害
関
係
人
の
縦
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
利
害
関
係
人
は
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該

災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
に
つ
い
て
、
道
路
管
理
者
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

道
路
管
理
者
は
、
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
示
し
、
か
つ
、
当
該
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
写
し
を
道
路
管
理
者
の

事
務
所
に
備
え
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
に
お
い
て
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
協
定
災
害
応
急
対
策
施
設
又
は
そ
の
敷
地
内
の
見
や
す
い
場
所
に
、
道
路
管
理
者
の
事
務
所
に
お
い
て

こ
れ
を
閲
覧
に
供
し
て
い
る
旨
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
条
第
二
項
及
び
前
三
項
の
規
定
は
、
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
に
お
い
て
定
め
た
事
項
の
変
更
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
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（
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
効
力
）

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七

前
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
公

示
の
あ
つ
た
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
は
、
そ
の
公
示
の
あ
つ
た
後
に
お
い
て
協
定
災
害
応
急
対
策
施
設
の

道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設
所
有
者
等
と
な
つ
た
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
八
条
の
三
十
七
第
一
項
中
「
部
分
」
の
下
に
「
の
も
の
」
を
加
え
、「
一
時
使
用
」
を
「
一
時
的
に
使
用
す

る
施
設
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
五
十
一
中「（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
」
を
「
第

四
条
第
八
項
及
び
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
条
第
二
項
又
は
第
六
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
に
規
定
す
る
同
意
を
し
た
同
条
第
一
項
」
を
「
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
条
第
一

項
」
に
、「
第
五
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第

六
項
に
規
定
す
る
同
意
を
し
た
同
法
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、「（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
同
意
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
等
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、「
同
意
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
等
に
」
を
「
地
方
踏
切
道

改
良
計
画
又
は
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
七
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
七
項
」
に
改

め
る
。

第
九
十
一
条
第
二
項
中
「
、
第
四
十
四
条
の
二
」
を
「
か
ら
第
四
十
四
条
の
三
ま
で
」
に
改
め
、「
第
四
十
八
条
」

の
下
に
「
、
第
四
十
八
条
の
四
十
五
（
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」

を
加
え
る
。

第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
指
定
を
し
」
の
下
に
「
、
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三
の
規
定
に
よ
り
防
災
拠
点

自
動
車
駐
車
場
の
利
用
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
又
は
制
限
し
よ
う
」を「
若

し
く
は
制
限
し
、
又
は
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三
の
規
定
に
よ
り
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
を
禁
止
し
、

若
し
く
は
制
限
し
よ
う
」
に
改
め
る
。

第
九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
並
び
に
同
条
第
二
項
」
を
「
、
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
同
項

第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
国
道
に
関
し
て
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

第
九
十
七
条
の
二
た
だ
し
書
中
「
及
び
同
条
第
五
項
本
文
」
を
「
、
同
条
第
五
項
本
文
及
び
第
三
十
一
条
の
二
第

四
項
本
文
」
に
改
め
、「
決
定
」
の
下
に
「
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
」
を
加
え
る
。

第
百
条
第
一
項
中
「
を
し
た
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
者
」

を
「
と
き
」
に
改
め
る
。

第
百
一
条
中
「
生
じ
さ
せ
た
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
る
。

第
百
二
条
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
各
号
中
「
者
」を「
と

き
。」に
改
め
る
。

第
百
三
条
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
者
」
を

「
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
違
反
し
た
者
」
を
「
違
反
し
た
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
三
号
か
ら
第
五
号

ま
で
の
規
定
中
「
通
行
し
た
者
」
を
「
通
行
し
た
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
違
反
し
た
者
」
を
「
違
反
し

た
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、同
条
第
八
号
中「
者
」

を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
に
違
反
し
て
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
を
利
用

し
た
と
き
。

第
百
四
条
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
通
行
さ

せ
た
者
」
を
「
通
行
さ
せ
た
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
の
規
定
中
「
違
反
し
た
者
」
を
「
違
反
し
た
と
き
。」に
改
め
る
。

第
百
五
条
中
「
者
は
」
を
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
、「
違
反
し
た
者
に
」
を
「
違
反
し
た
と

き
に
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
違
反
し

た
者
」
を
「
違
反
し
た
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、

同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
、

同
条
第
三
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
と
き
。

第
百
九
条
中
「
又
は
第
四
十
八
条
の
十
九
第
二
項
」
を
「
、
第
四
十
八
条
の
十
九
第
二
項
又
は
第
四
十
八
条
の
二

十
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
二
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三
の
二

道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
六
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

第
八
条
第
一
項
第
二
十
四
号
中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
、「
第
四
十
四

条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
」
に
、「
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
三

項
」
に
、「
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
」
に
、「
第
四
十
四
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第

四
十
四
条
の
三
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
五
号
中
「
及
び
第
四
十
八
条
の
十
一
第
二
項
」
を
「
、
第
四
十
八

条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
四
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
四
の
二

道
路
法
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三
の
規
定
に
よ
り
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
を
禁
止

し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
。

第
八
条
第
四
項
中
「
第
三
十
五
号
」
を
「
第
三
十
四
号
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
か
ら
第
三
十
五
号
ま

で
」
を
「
、
第
三
十
四
号
、
第
三
十
五
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
十
号
中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
、「
第
四
十
四
条
の

二
第
二
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
」
に
、「
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
三
項
」

に
、「
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
」
に
、「
第
四
十
四
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
四
十

四
条
の
三
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
及
び
第
四
十
八
条
の
十
一
第
二
項
」
を
「
、
第
四
十
八
条
の
十

一
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
会
社
は
、」を
「
高
速
自
動
車
国
道
と
」

に
、「
の
鉄
道
と
」
を「（
以
下
「
鉄
道
事
業
者
等
」
と
い
う
。）の
鉄
道
と
が
」
に
、「
高
速
自
動
車
国
道
の
」
を
「
場
合

に
お
い
て
、
会
社
が
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
当
該
高
速
自
動
車
国
道
の
」
に
改
め
、「
と
き
は
」
の
下
に

「
、
会
社
及
び
当
該
鉄
道
事
業
者
等
は
」
を
加
え
、「
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
機
構

又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
と
」
を
削
り
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
十
一
項
と

し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
、「
第
四
十
四
条
の
二
第
四

項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
」
に
、「
第
四
十
四
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
五
項
」に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、「
第
五
項
」
の
下
に
「
又
は
第
六

項
」
を
加
え
、「
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
機
構
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
」
を
「
当
該

鉄
道
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施

設
整
備
支
援
機
構
、
機
構
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
」
を
「
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八

項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」に
、「
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、

機
構
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
」
を
「
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

会
社
が
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
高
速
道
路
と
鉄
道
事
業
者
等
の
鉄
道
と
が

相
互
に
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
会
社
及
び
当
該
鉄
道
事
業
者
等
は
、
道
路
法
第
三
十
一
条
の
二
第
四

項
又
は
高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
交
差
の
方
式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
し
、
こ
れ
を
成
立
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
交
差
部
分
に
つ
い
て
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和

三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
七
条
第
一
項
第
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九
の
二

道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
六
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。
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第
十
七
条
第
一
項
第
二
十
号
中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
、「
第
四
十
四

条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
」
に
、「
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
三

項
」
に
、「
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
」
に
、「
第
四
十
四
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第

四
十
四
条
の
三
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
一
号
中
「
及
び
第
四
十
八
条
の
十
一
第
二
項
」
を
「
、
第
四
十
八

条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
四
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
の
二

道
路
法
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三
の
規
定
に
よ
り
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
を
禁
止
し
、

又
は
制
限
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
第
三
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
第
一
項
の
」に
、「
前
項
第
二
十
五
号
」

を
「
第
一
項
第
二
十
五
号
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
前
項
第
九
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

２

地
方
道
路
公
社
が
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
い
、
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
て
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
道
路
と
鉄
道
事
業
者
等
の
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
道
路
公
社
及
び
当
該
鉄
道
事
業
者
等
は
、
道
路
法
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
交
差
の
方
式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
管
理
の
方
法
に

つ
い
て
協
議
し
、
こ
れ
を
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
交
差
部
分
に
つ

い
て
踏
切
道
改
良
促
進
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
地
方
道
路
公
社
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
等
は
、
国
土
交
通

大
臣
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
裁
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方

道
路
公
社
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
等
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
地
方
道
路
公
社
と
当
該
鉄
道
事
業
者
等
と
の
協
議
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の

規
定
に
よ
り
沿
道
区
域
の
全
部
又
は
一
部
の
区
域
を
届
出
対
象
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
。

第
三
十
条
第
一
項
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
の
二

道
路
法
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
の
二

道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の

規
定
に
よ
り
沿
道
区
域
の
全
部
又
は
一
部
の
区
域
を
届
出
対
象
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
の
二

道
路
法
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
こ
と
。

第
三
十
五
条
中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
」に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
た
だ
し
書
中
「
第
九
条
第
六
項
」
を
「
第
九
条
第
七
項
及
び
第
十
七
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
高
速
自
動
車
国
道
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
又
は
鉄
道
事
業
者
」
の
下
に「（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
鉄
道
事
業
者
等
」
と
い
う
。）」

を
加
え
、「
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返

済
機
構
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
」
を
「
当
該
鉄
道
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
こ
れ
ら
の
者
」を「
当

該
鉄
道
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
本
文
」
を
「
第
一
項
本
文
又
は
前
項
本
文
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

高
速
自
動
車
国
道
と
鉄
道
事
業
者
等
の
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣

は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
等
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
交
差
部
分
の
管
理
の
方
法
で
あ
つ
て
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通

の
確
保
に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
決
定
前
に
、
国
土
交
通
大
臣
と
当
該
鉄
道
事
業
者
等
と
の
間
に
当
該
管
理
の
方
法
に
つ

い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
四
十
七
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
条
例
（
指
定
区
間
内

の
国
道
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
省
令
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
」
と
、

同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
」
と
、
同
法
第
四
十
七
条
の
二

第
四
項
」
に
、「
又
は
第
四
十
八
条
の
十
九
第
二
項
」
を
「
、
第
四
十
八
条
の
十
九
第
二
項
又
は
第
四
十
八
条
の
二
十

二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
二
た
だ
し
書
中
「
第
十
二
条
第
一
項
本
文
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
本
文
」
を
加
え
る
。

（
鉄
道
事
業
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
三
中
「
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
一
時
材
料
置
場
と
し
て
」
を
「
次
に
掲
げ
る
目
的
の
た
め
一
時
的
に
」
に
改
め
、
同
項

に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

材
料
置
場
の
設
置

二

天
災
、
事
変
そ
の
他
の
非
常
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
道
路
運
送
車
両
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
運
送
車
両
を
い
う
。）の
置
場
、
土
石
の
捨

場
、
作
業
場
又
は
索
道
の
設
置

第
二
十
二
条
の
三
を
第
二
十
二
条
の
四
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
前
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
六
項
」
に
改

め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
の
三
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
乗
継
円
滑
化
措
置
等
）」を
付
す
る
。

第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
植
物
等
の
伐
採
等
）

第
二
十
二
条
の
二

鉄
道
事
業
者
は
、
植
物
若
し
く
は
土
石
が
鉄
道
線
路
そ
の
他
の
輸
送
の
安
全
の
確
保
に
必
要
な

鉄
道
施
設
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
障
害
を
及
ぼ
し
、
若
し
く
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又

は
植
物
若
し
く
は
土
石
が
当
該
鉄
道
施
設
に
関
す
る
測
量
、
実
地
調
査
若
し
く
は
工
事
に
支
障
を
及
ぼ
す
場
合
に

お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
そ
の
植
物
を
伐
採
し
、
若
し
く
は
移
植

し
、
又
は
そ
の
土
石
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

鉄
道
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
植
物
を
伐
採
し
、
若
し
く
は
移
植
し
、又
は
土
石
を
除
去
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
植
物
又
は
土
石
の
所
有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
す

る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
伐
採
若
し
く
は
移
植
又
は
除
去
の
後
、
遅
滞
な
く
、
通
知
す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り

る
。

３

前
条
第
三
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
植
物
の
伐
採
若
し
く
は
移
植
又
は
土
石

の
除
去
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
十
七
条
中
「
一
に
該
当
す
る
」
を
「
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
に
改
め
、

同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
中
「
一
に
該
当
す
る
」
を
「
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
に
改
め
、

同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
各
号
中
「
者
」
を

「
と
き
。」に
改
め
る
。

第
七
十
条
中
「
者
は
」
を
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
第

三
項
」
に
、「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
選
任
し
な
か
つ
た
者
」
を
「
選
任
し
な
か
つ
た
と
き
。」

に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
違
反
し
た
者
」
を「
違
反
し
た
と
き
」

に
、「
者
を
除
く
。）」
を
「
場
合
を
除
く
。）。」に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
者
」を「
と

き
。」に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
中
「
一
に
該
当
す
る
」
を
「
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
に
改
め
、

同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
（
道
路
法
第
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
四
条
の
改
正
規
定（「
、
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
」

を
「
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
法
第
二
十
七
条
の
改
正
規
定
及
び
同

法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。）の
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
別
表
第
一
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
項
第
一
号
の
改
正
規
定
に
限
る
。）

及
び
第
八
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

二

第
二
条
（
道
路
法
の
目
次
の
改
正
規
定（「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
」に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、

同
法
第
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
四
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
七

条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
章

第
二
節
中
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
八
条
の
五
十
一
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九
十
七

条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九
十
七
条
の
二
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
九
条
の
改
正
規
定
を
除

く
。）、
第
三
条
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
九
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
の
改
正
規

定
を
除
く
。）、
同
法
第
十
七
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。）及
び
同
法
第
五
十
六
条
た
だ

し
書
の
改
正
規
定
を
除
く
。）及
び
第
四
条
（
高
速
自
動
車
国
道
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定（「
又
は
第
四

十
八
条
の
十
九
第
二
項
」
を
「
、
第
四
十
八
条
の
十
九
第
二
項
又
は
第
四
十
八
条
の
二
十
二
第
三
項
」
に
改
め
る

部
分
を
除
く
。）に
限
る
。）の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
二
条
（
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法

律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
八
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。）の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

三

第
五
条
（
鉄
道
事
業
法
第
十
九
条
の
三
の
改
正
規
定
を
除
く
。）の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
踏
切
道
改
良
促
進
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
踏
切
道
改
良
促
進
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ
た
踏
切
道
の
改
良
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
道
路
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
沿
道
区
域
に
お
け
る
土
地

等
の
管
理
者
の
損
害
予
防
義
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

施
行
日
か
ら
第
二
号
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
整
備
特
別

措
置
法
第
九
条
第
十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

十
四
条
の
二
第
一
項
」
と
、「
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
」
と
、「
第
四
十

四
条
の
三
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
四
条
の
二
第
五
項
」
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置

を
含
む
。）は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
六
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規

定
に
つ
い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
項
第
一
号
イ
中
「
並
び
に
同
条
第
二
項
」
を
「
、
同

条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

第
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
国
道
に
関
し
て
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

別
表
第
一
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
の
項
中
「
第
四
条
第
十
一
項
（
同
条
第

十
三
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
、
第
四
条
第
十
七
項
（
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第

十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

（
道
路
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

道
路
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。附

則
第
三
項
中
「
第
十
七
条
第
八
項
」
を
「
第
十
七
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
十
条
第
三
項
」
を
「
第
十
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
十
三
項
中
「
第
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
を
「
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
」
に
、「
第
九
条
第
九

項
及
び
第
十
項
」
を
「
第
九
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

（
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
道
路
法
第
百
六
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
六
条
中
第
三
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

三

第
四
十
七
条
の
七
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届

出
を
し
た
と
き
。

四

第
四
十
八
条
の
五
十
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
帳
簿
を
備
え
付
け
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若
し

く
は
帳
簿
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
帳
簿
を
保
存
し
な
か
つ
た
と
き
。

五

第
四
十
八
条
の
五
十
三
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

六

第
四
十
八
条
の
五
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項

の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て

答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
。

七

第
四
十
八
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
登
録
等
事
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
と

き
。

第
四
条
の
う
ち
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
六
号
と
し
」
の
下
に
「
、
第

三
十
四
号
の
二
を
第
三
十
五
号
の
二
と
し
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
五
号
」
を
「
第
三
十

四
号
の
二
」
に
、「
第
三
十
六
号
」
を
「
第
三
十
五
号
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
の
改
正
規
定
中
「
か
ら
第
三
十

五
号
ま
で
」
を
「
、
第
三
十
四
号
、
第
三
十
五
号
」
に
、「
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
」
を
「
、
第
三
十
五
号
、
第
三
十

六
号
」
に
改
め
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
二
号
と
し
」
の
下
に
「
、
第
三
十
号
の
二
を
第

三
十
一
号
の
二
と
し
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
六
項
」
に

改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
う
ち
踏
切
道
改
良
促
進
法
第
四
条
第
五
項
の
改
正
規
定
中
「
第
四
条
第
五
項
」
を
「
第
四
条
第
八

項
」
に
改
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

総
務
大
臣

武
田

良
太

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉





 
 

 

踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文 

目
次 

 

〇 

踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
） .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 -
 
1
 
- 

〇 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
） .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 -
 
1
9
 
- 

〇 

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
） .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 -
 
4
0
 
- 

〇 

高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
） .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 -
 
4
9
 
- 

〇 

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
） .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 -
 
5
1
 
- 

〇 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
七
条
関
係
） .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 -
 
5
7
 
- 

〇 

道
路
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
） .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 -
 
6
0
 
- 

〇 

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
九
条
関
係
） .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 -
 
6
1
 
- 

〇 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
） .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 -
 
6
2
 
- 

〇 

日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
） .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 -
 
6
4
 
- 

〇 

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
） .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 -
 
6
5
 
- 

 

  
 

 

1 19 40 49 51 57 60 61 62 64 65 



 

 

- 1 - 

  
 

 

踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文 

〇 

踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
で
「
踏
切
道
」
と
は
、
鉄
道
（
新
設
軌
道
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
と
道
路
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
道
路

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
が
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
を
い
う

。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
で
「
踏
切
道
」
と
は
、
鉄
道
（
新
設
軌
道
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
と
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
道
路
と
が
交

差
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
を
い
う
。 

 
 

（
改
良
す
べ
き
踏
切
道
の
指
定
） 

第
三
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
踏
切
道
に
お
け
る
交
通
量
、
踏
切
事
故
の
発
生
状

況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
踏

切
道
の
う
ち
、
踏
切
道
改
良
基
準
（
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
の
た
め
に

必
要
な
踏
切
道
の
改
良
（
当
該
踏
切
道
と
交
通
上
密
接
な
関
連
を
有
す
る
道
路

（
以
下
「
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
」
と
い
う
。
）
の
改
良
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
の
方
法
に
関
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
適
合
す
る
改
良
の
方
法
に
よ
り
改
良
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も

の
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
つ
い
て
は
、
道
路
又
は
鉄
道
に
関
す
る
国
の
計

画
の
達
成
に
資
す
る
よ
う
行
う
と
と
も
に
、
踏
切
道
の
改
良
を
優
先
的
に
実
施

す
る
必
要
性
、
踏
切
道
の
周
辺
の
地
域
の
地
形
及
び
土
地
利
用
の
状
況
そ
の
他

の
事
情
を
勘
案
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
踏
切
道
で
あ
つ
て

第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
踏
切
道

（
指
定
） 

第
三
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
踏
切
道
に
お
け
る
交
通
量
、
踏
切
事
故
の
発
生
状

況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
踏

切
道
の
う
ち
、
平
成
二
十
八
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に
お
い
て
踏
切
道
改
良
基

準
（
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
踏
切
道
の
改
良
の
方
法

に
関
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
す

る
改
良
の
方
法
に
よ
り
改
良
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
指
定
す

る
も
の
と
す
る
。 

 
（
新
設
） 

   

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
踏
切
道
で
あ
つ
て

前
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
二
十
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改
良
基
準
に
適
合
す
る
改
良
の
方
法
に
よ
り
改
良
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら

れ
る
踏
切
道
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
べ
き
旨
を
国
土
交
通

大
臣
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す

べ
き
旨
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
指
定
に
係
る
鉄
道
事
業

者
（
軌
道
経
営
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
道
路
管
理
者
（
道
路
の
管
理

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
第
十
六
条
第
一
項
の
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会

が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
。
第

六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

５ 

市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
踏
切
道
で
あ
つ
て
第
一
項

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
踏
切
道
に
お
け

る
移
動
等
円
滑
化
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
移
動

等
円
滑
化
を
い
う
。
）
の
促
進
の
必
要
性
そ
の
他
の
地
域
の
事
情
を
考
慮
し
て

、
踏
切
道
改
良
基
準
に
適
合
す
る
改
良
の
方
法
に
よ
り
改
良
す
る
こ
と
が
必
要

と
認
め
ら
れ
る
踏
切
道
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
べ
き
旨
を

、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る

。 

６ 

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
べ
き

旨
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
指
定
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及

び
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
指
定
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路

管
理
者
並
び
に
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お

い
て
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
告
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
第
四
項
の
関
係
市
町

村
長
（
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
関
係

八
年
度
以
降
の
五
箇
年
間
に
お
い
て
踏
切
道
改
良
基
準
に
適
合
す
る
改
良
の
方

法
に
よ
り
改
良
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
踏
切
道
に
つ
い
て
、
同
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
を
す
べ
き
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る

。 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す

べ
き
旨
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
指
定
に
係
る

鉄
道
事
業
者
（
軌
道
経
営
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
道
路
管
理
者
（
前
条

に
規
定
す
る
道
路
の
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
関
係
市
町
村
長
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
新
設
） 

        

（
新
設
） 

  

４ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
指
定
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路

管
理
者
並
び
に
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合

に
お
い
て
は
当
該
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、

告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
関
係
市
町
村
長
に
対

し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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市
町
村
長
及
び
当
該
申
出
を
し
た
市
町
村
長
）
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
） 

第
四
条 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

（
鉄
道
と
国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
道
路
と
が
交
差
し
て
い
る
場

合
に
お
け
る
踏
切
道
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
国
土
交
通

大
臣
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

協
議
に
よ
り
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
踏
切
道
の
改
良
に
関
す
る
計
画

（
以
下
「
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
て
、
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
安
設
備
の
整
備
、
歩
行
者
と

車
両
と
を
分
離
し
て
通
行
さ
せ
る
た
め
の
踏
切
道
の
着
色
そ
の
他
の
比
較
的
短

期
間
に
完
了
す
る
踏
切
道
の
改
良
の
方
法
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も

の
に
よ
り
改
良
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
当
該
踏
切
道
に
係
る
他
の
道
路
管
理

者
が
管
理
す
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
改
良
の
方
法
に
関
す
る
事
項
を
記
載

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改
良

計
画
に
他
の
道
路
管
理
者
が
管
理
す
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
改
良
の
方
法

に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、

当
該
他
の
道
路
管
理
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
踏

切
道
改
良
計
画
を
作
成
す
る
前
に
、
道
路
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
協
議
会
に
お
い
て
、
当
該
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

６ 

第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
踏
切
道
に
接
続
す
る
道
路
の
構
造
の

改
良
を
行
う
こ
と
に
よ
り
歩
行
者
又
は
自
転
車
利
用
者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る

部
分
を
確
保
す
る
こ
と
が
当
該
道
路
の
構
造
又
は
周
辺
の
土
地
利
用
の
状
況
に

よ
り
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
踏
切
道
に
お
け
る
安
全
か
つ
円
滑
な

交
通
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
道
路
外
滞

（
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
） 

第
四
条 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

（
鉄
道
と
国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
道
路
と
が
交
差
し
て
い
る
場

合
に
お
け
る
踏
切
道
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
協
議
に
よ
り
当
該
指
定
に
係
る
踏
切
道
の
改

良
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し

て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

    

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
二
項
第
三
号
の
期
間
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
当
該

踏
切
道
を
改
良
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
当

該
期
間
を
超
え
る
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
新
設
） 

      
（
新
設
） 
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留
施
設
（
踏
切
道
に
接
続
す
る
道
路
に
沿
つ
て
設
け
ら
れ
た
通
路
そ
の
他
の
当

該
道
路
の
区
域
外
に
あ
る
施
設
で
あ
つ
て
歩
行
者
又
は
自
転
車
利
用
者
の
滞
留

の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を

い
う
。
次
項
及
び
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
整
備
又
は
管
理
に
関

す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改
良

計
画
に
道
路
外
滞
留
施
設
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
と
き

は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
道
路
外
滞
留
施
設
所
有
者
等
（
当

該
道
路
外
滞
留
施
設
の
所
有
者
、
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
所
有
者
又
は
当
該

土
地
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
（
臨
時
設
備
そ
の
他
一
時
的
に
使

用
す
る
施
設
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す

る
者
を
い
う
。
第
八
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
意
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

８ 

第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
道
路
協
力
団
体
（
道
路
法
第
四
十
八

条
の
四
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
道
路
協
力
団
体
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
歩

行
者
と
車
両
と
を
分
離
し
て
通
行
さ
せ
る
た
め
の
踏
切
道
の
着
色
、
踏
切
事
故

の
発
生
の
防
止
に
つ
い
て
通
行
者
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
の
看
板
の
設
置
そ

の
他
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
実
施
す
る
踏
切
道
の
改
良
に
道
路
協

力
団
体
の
協
力
が
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改
良

計
画
に
道
路
協
力
団
体
の
協
力
が
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
と
き
は
、
当
該
事

項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
道
路
協
力
団
体
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

10 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
立
体
交
差
化
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
を

行
お
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
国
土
交

通
大
臣
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
地
方
踏
切
道
改

良
協
議
会
に
お
け
る
協
議
を
経
て
、
当
該
期
日
ま
で
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
対

し
、
そ
の
旨
、
当
該
特
別
の
事
情
及
び
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を
提
出
す
る
期

     

（
新
設
） 

       

５ 

第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
道
路
協
力
団
体
（
道
路
法
第
四
十
八

条
の
四
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
道
路
協
力
団
体
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
よ
る
歩
行
者
と
車
両
と
を
分
離
し
て
通
行
さ
せ
る
た
め
の
踏
切

道
の
着
色
、
踏
切
事
故
の
発
生
の
防
止
に
つ
い
て
通
行
者
の
注
意
を
喚
起
す
る

た
め
の
看
板
の
設
置
そ
の
他
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
実
施
す
る
踏

切
道
の
改
良
に
道
路
協
力
団
体
の
協
力
が
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

６ 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改
良

計
画
に
道
路
協
力
団
体
の
協
力
が
必
要
な
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
道
路
協
力
団
体
の
同
意
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 
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日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
計
画
提
出
期
日
」
と
い
う
。
）
を
届
け
出
る
こ

と
が
で
き
る
。 

11 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
届
出
に
係
る
計
画
提
出
期
日
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
当
該
計
画
提
出
期
日
の
変
更
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
指
示
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
変
更
後
の
計
画

提
出
期
日
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

12 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と

き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
届
出
に
係
る
計
画
提
出
期
日
（

前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
指
示
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

変
更
後
の
計
画
提
出
期
日
）
ま
で
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
協
議
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提

出
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

13 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方

踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
第
一
項

の
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
地
方
踏
切
道

改
良
協
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

14 

第
一
項
又
は
第
十
二
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
又
は
道
路
管
理
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に

裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

15 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
裁
定
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
（
第
十
六
条

第
一
項
の
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
鉄
道

事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
並
び
に
当
該
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
）
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
管
理
者
は
、
意

見
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
道
路
法
第
十
三
条
第
一
項
の
指
定
区
間
外

の
国
道
に
あ
つ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
諮
問
し
、

そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

16 

第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は

  

（
新
設
） 

    

（
新
設
） 

     

７ 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改

良
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
の
地
方
踏
切

道
改
良
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

第
一
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は

、
当
該
鉄
道
事
業
者
又
は
道
路
管
理
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
裁
定
を
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
裁
定
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
（
第
六
条
第

一
項
の
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
鉄
道
事

業
者
及
び
道
路
管
理
者
並
び
に
当
該
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
）
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
管
理
者
は
、
意
見

を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
道
路
法
第
十
三
条
第
一
項
の
指
定
区
間
外
の

国
道
に
あ
つ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ

の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決

を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

10 

第
八
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
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、
第
一
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
と

道
路
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

17 

第
一
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
へ
の
地
方
踏
切
道
改

良
計
画
の
提
出
（
鉄
道
事
業
者
及
び
都
道
府
県
又
は
道
路
法
第
七
条
第
三
項
に

規
定
す
る
指
定
市
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
は
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

18 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
地

方
踏
切
道
改
良
計
画
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
変
更

を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

   

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
と
道
路
管
理
者
と
の

協
議
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

11 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
へ
の
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
の
提
出

（
鉄
道
事
業
者
及
び
都
道
府
県
又
は
道
路
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定

市
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

12 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
地
方
踏
切
道
改
良

計
画
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
を
指
示
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

13 

前
各
項
の
規
定
は
、
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は

、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

14 

第
十
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受

託
事
務
と
す
る
。 

 
 

（
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
の
変
更
） 

第
五
条 

前
条
第
一
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を

提
出
し
た
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
当
該
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
に

つ
い
て
、
協
議
に
よ
り
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
し
た
と
き

は
、
そ
の
変
更
後
の
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
三
項
か
ら
第
九
項
ま
で
及
び
第
十
三
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
の
規
定

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
一
項
又
は
前
項
」
と
あ
り
、

並
び
に
同
条
第
十
四
項
及
び
第
十
六
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
一

項
又
は
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。 

（
国
踏
切
道
改
良
計
画
） 

第
五
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
鉄
道
と
国

土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
道
路
と
が
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

踏
切
道
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
に
係
る
踏
切
道

の
改
良
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
国
踏
切
道
改
良
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成

す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
踏
切
道
改
良
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
踏
切
道
の
名
称 

二 
踏
切
道
の
改
良
の
方
法 

三 

踏
切
道
の
改
良
に
要
す
る
期
間 

四 

踏
切
道
の
改
良
と
一
体
と
な
つ
て
そ
の
効
果
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
の

事
業
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容 
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五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項 

３ 

前
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
第
二
号
」
と
あ
る

の
は
「
次
条
第
二
項
第
二
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
三
号
」
と
あ

る
の
は
「
次
条
第
二
項
第
三
号
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
第
四
号
」
と

あ
る
の
は
「
次
条
第
二
項
第
四
号
」
と
、
「
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
国

土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
鉄
道
事
業
者
及
び

道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。 

４ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
踏
切
道
に
係
る
鉄
道
事

業
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
同
項

の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
す
る
前
に
、
当
該
鉄
道
事
業
者
と

国
土
交
通
大
臣
と
の
間
に
国
踏
切
道
改
良
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
協
議
が
成
立

し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

５ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
す

る
と
き
は
、
鉄
道
の
整
備
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
鉄
道
の
事
業
の
発
達
、
改

善
及
び
調
整
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
国
踏
切
道
改
良
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

準
用
す
る
。 

 
 

（
国
踏
切
道
改
良
計
画
） 

第
六
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
鉄
道
と
国

土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
道
路
と
が
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

踏
切
道
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
に
係
る
踏
切
道

の
改
良
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
国
踏
切
道
改
良
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成

す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
踏
切
道
改
良
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

踏
切
道
の
名
称 

 

（
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
） 

第
六
条 

地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路

管
理
者
は
、
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
の
作
成
及
び
実
施
に
関
し
必
要
な
協
議
を

行
う
た
め
、
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
議
会
」

と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
。 

一 

地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理

者 
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二 

踏
切
道
の
改
良
の
方
法 

三 
踏
切
道
の
改
良
に
要
す
る
期
間 

四 
踏
切
道
の
改
良
と
一
体
と
な
つ
て
そ
の
効
果
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
た
め

の
事
業
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項 

３ 

第
四
条
第
三
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
第
二
号
」
と
あ

り
、
及
び
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
二
項

第
二
号
」
と
、
同
条
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
中
「
鉄
道
事
業
者
及
び
道

路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
同
条
第
六
項
及
び
第
八
項

中
「
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
二
項
第
四
号
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

４ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
踏
切
道
に
係
る
鉄
道
事
業
者
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
同
項
の
規
定
に

よ
り
国
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
す
る
前
に
、
当
該
鉄
道
事
業
者
と
国
土
交
通

大
臣
と
の
間
に
国
踏
切
道
改
良
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

５ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
改
良
計
画
を
作
成
す

る
と
き
は
、
鉄
道
の
整
備
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
鉄
道
事
業
の
発
達
、
改
善

及
び
調
整
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
国
踏
切
道
改
良
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

準
用
す
る
。 

二 

踏
切
道
の
所
在
地
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
の
知
事 

三 

踏
切
道
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長 

四 

踏
切
道
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長 

  ３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
を
組
織
す
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者

は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
協
議

会
に
、
次
に
掲
げ
る
者
を
構
成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

関
係
市
町
村
長 

二 

道
路
協
力
団
体 

三 

そ
の
他
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
者 

 

４ 

協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
会
の
構
成
員
は

、
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

５ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

協
議
会
が
定
め
る
。 

 

 
 

（
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
改
良
の
特
例
） 

第
七
条 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
道
路
管
理
者
は
、
道
路
法

第
十
二
条
た
だ
し
書
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十

七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
条
第
四
項
（
第

五
条
第
二
項
又
は
前
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改

 
（
新
設
） 
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良
計
画
又
は
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
記
載
さ
れ
た
他
の
道
路
管
理
者
（
国
土
交

通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。
）
が
管
理
す
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路

の
改
良
（
以
下
こ
の
条
、
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て

「
特
定
道
路
改
良
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
道
路
管
理
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
道
路
改
良
を
行
お
う
と

す
る
と
き
、
及
び
当
該
特
定
道
路
改
良
の
全
部
又
は
一
部
を
完
了
し
た
と
き
は

、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
道
路
管
理
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
道
路
改
良
を
行
う
場

合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
道
路
改
良
に
係

る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
道
路
改
良
に
係
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
道
路

管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行
う
第
一
項
の
道
路
管
理
者
は
、
道
路
法
第

八
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
道
路
管
理

者
と
み
な
す
。 

 
 

（
滞
留
施
設
協
定
の
締
結
等
） 

第
八
条 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管

理
者
は
、
第
四
条
第
六
項
（
第
五
条
第
二
項
又
は
第
六
条
第
三
項
（
同
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
記
載
さ

れ
た
道
路
外
滞
留
施
設
の
整
備
又
は
管
理
を
行
う
た
め
、
道
路
外
滞
留
施
設
所

有
者
等
と
の
間
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
協
定
（
以
下
こ
の
条

か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
「
滞
留
施
設
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
て
、

当
該
道
路
外
滞
留
施
設
の
整
備
又
は
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

滞
留
施
設
協
定
の
目
的
と
な
る
道
路
外
滞
留
施
設
（
以
下
こ
の
項
、
次
条

第
三
項
及
び
第
十
条
に
お
い
て
「
協
定
滞
留
施
設
」
と
い
う
。
） 

二 

協
定
滞
留
施
設
の
整
備
又
は
管
理
の
方
法 

三 

滞
留
施
設
協
定
の
有
効
期
間 

 

（
新
設
） 
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四 

滞
留
施
設
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置 

五 
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
滞
留
施
設
協
定
の
掲
示
の
方
法 

六 
そ
の
他
協
定
滞
留
施
設
の
整
備
又
は
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項 

２ 

滞
留
施
設
協
定
に
つ
い
て
は
、
道
路
外
滞
留
施
設
所
有
者
等
の
全
員
の
合
意

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
滞
留
施
設
協
定
の
縦
覧
等
） 

第
九
条 

前
条
第
一
項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
滞
留
施
設
協
定
を

締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
旨
を
公
告
し
、
当
該
滞
留
施
設
協
定
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
利
害
関

係
人
の
縦
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
利
害
関
係
人
は
、
同
項
の
縦

覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
滞
留
施
設
協
定
に
つ
い
て
、
当
該
鉄
道
事
業

者
及
び
道
路
管
理
者
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
滞
留
施
設
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
示
し
、

か
つ
、
当
該
滞
留
施
設
協
定
の
写
し
を
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
の

事
務
所
に
備
え
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
滞
留
施
設
協
定
に
お
い

て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
協
定
滞
留
施
設
又
は
そ
の
敷
地
内
の
見
や
す
い
場

所
に
、
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
の
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
閲
覧

に
供
し
て
い
る
旨
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
条
第
二
項
及
び
前
三
項
の
規
定
は
、
滞
留
施
設
協
定
に
お
い
て
定
め
た
事

項
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
新
設
） 

 
 

（
滞
留
施
設
協
定
の
効
力
） 

第
十
条 

前
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
公
示
の
あ
つ
た
滞
留
施
設
協
定
は
、
そ
の
公
示
の
あ
つ
た
後
に
お

い
て
協
定
滞
留
施
設
の
道
路
外
滞
留
施
設
所
有
者
等
と
な
つ
た
者
に
対
し
て
も

、
そ
の
効
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
新
設
） 
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（
改
良
の
実
施
） 

第
十
一
条 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路

管
理
者
は
、
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
従
い
、
当
該

踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
前
項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
踏
切
道
改
良
基
準

に
適
合
す
る
改
良
の
方
法
に
よ
り
当
該
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

   

３ 

第
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
条
第
二
項
又
は
第
六

条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
道
路
改
良
に
関
す
る
事
項
が
記

載
さ
れ
た
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
係
る
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
道
路

管
理
者
並
び
に
特
定
道
路
改
良
に
係
る
他
の
道
路
管
理
者
」
と
す
る
。 

（
改
良
の
実
施
） 

第
七
条 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管

理
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
、
踏
切
道
改
良
基
準
に
適
合
す
る

改
良
の
方
法
に
よ
り
当
該
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
第
四
条
第
一
項
（
同
条
第
十
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
改
良
計

画
を
提
出
し
た
場
合
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
改
良
計
画

が
作
成
さ
れ
た
場
合
（
当
該
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
場

合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方
踏
切

道
改
良
計
画
又
は
当
該
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
従
い
、
当
該
踏
切
道
の
改
良
を

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 
 

（
評
価
） 

第
十
二
条 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路

管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
を
完
了

し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
踏
切
道
の
改

良
の
完
了
後
の
踏
切
道
に
お
け
る
交
通
量
、
踏
切
事
故
の
発
生
状
況
そ
の
他
の

安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
、
自
ら
評
価
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理

者
を
除
く
。
）
は
、
同
項
の
評
価
を
実
施
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
評
価
の
結
果
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 
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（
災
害
時
の
管
理
の
方
法
を
定
め
る
べ
き
踏
切
道
の
指
定
） 

第
十
三
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
円
滑
な
避
難

又
は
緊
急
輸
送
の
確
保
を
図
る
必
要
性
、
踏
切
道
を
通
過
す
る
列
車
の
運
行
の

状
況
、
踏
切
道
の
周
辺
に
お
け
る
鉄
道
と
道
路
と
の
交
差
の
状
況
そ
の
他
の
事

情
を
考
慮
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
踏
切
道
の
う
ち
、

踏
切
道
災
害
時
管
理
基
準
（
災
害
時
に
お
い
て
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者

が
と
る
べ
き
措
置
の
具
体
的
内
容
及
び
手
順
を
定
め
た
対
処
要
領
の
作
成
、
当

該
措
置
に
関
す
る
訓
練
の
実
施
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
踏

切
道
の
適
確
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
基
準
を
い
う
。
次
項
、
次
条
第
二
項
及
び
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
適
合
す
る
管
理
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を

指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
踏
切
道
で
あ
つ
て

前
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
踏
切
道
災

害
時
管
理
基
準
に
適
合
す
る
管
理
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ

る
踏
切
道
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
べ
き
旨
を
国
土
交
通
大

臣
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
三
条
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」

と
あ
り
、
及
び
同
条
第
七
項
中
「
第
三
項
又
は
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
関
係
市
町
村
長
（
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
関
係
市
町
村
長
及
び
当
該
申
出
を

し
た
市
町
村
長
）
」
と
あ
る
の
は
「
関
係
市
町
村
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。 

 

（
新
設
） 

 
 

（
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
） 

第
十
四
条 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
（
鉄
道
と
国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
道
路
と
が
交
差
し
て
い
る

場
合
に
お
け
る
踏
切
道
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
国
土
交

通
大
臣
が
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

 

（
新
設
） 
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、
協
議
に
よ
り
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
踏
切
道
の
管
理
の
方
法
（
以

下
こ
の
条
及
び
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
「
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法

」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
は
、
踏
切
道
災
害
時
管
理
基
準
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は

、
当
該
鉄
道
事
業
者
又
は
道
路
管
理
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
裁
定
を
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
四
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
と
道
路
管
理
者
と
の

協
議
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

６ 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
災

害
時
管
理
方
法
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
第
一
項
の
地

方
踏
切
道
改
良
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
地
方
踏
切
道
改
良

協
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
へ
の
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法

の
提
出
（
鉄
道
事
業
者
及
び
都
道
府
県
又
は
道
路
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す

る
指
定
市
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
地
方
踏
切
道
災
害

時
管
理
方
法
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
を
指
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を
国
土
交
通
大
臣
に

提
出
し
た
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
当
該
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理

方
法
に
つ
い
て
、
協
議
に
よ
り
そ
の
内
容
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更

後
の
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

10 

第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
踏
切
道
災

害
時
管
理
方
法
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 
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（
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
） 

第
十
五
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
鉄
道

と
国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
道
路
と
が
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お

け
る
踏
切
道
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
に
係
る
踏

切
道
の
管
理
の
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法

」
と
い
う
。
）
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
は
、
踏
切
道
災
害
時
管
理
基
準
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を

決
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
踏
切
道
に
係
る
鉄
道
事
業

者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
同
項
の

規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を
決
定
す
る
前
に
、
当
該
鉄
道
事
業

者
と
国
土
交
通
大
臣
と
の
間
に
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
に
つ
い
て
協
議
が

成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を

決
定
す
る
と
き
は
、
鉄
道
の
整
備
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
鉄
道
事
業
の
発
達

、
改
善
及
び
調
整
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
三
項
の
規
定
は
、
国
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

 

（
新
設
） 

 
 

（
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
） 

第
十
六
条 

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理

者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
の

作
成
及
び
実
施
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
の
適
確
な
管
理
そ

の
他
の
踏
切
道
の
改
良
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
た

め
、
地
方
踏
切
道
改
良
協
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
議
会
」
と
い
う

。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
。 

一 

当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者 

 

（
新
設
） 
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二 

踏
切
道
の
所
在
地
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
の
知
事 

三 
踏
切
道
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長 

四 
踏
切
道
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
を
組
織
す
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者

は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
協
議

会
に
、
次
に
掲
げ
る
者
を
構
成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

関
係
市
町
村
長 

二 

踏
切
道
密
接
関
連
道
路
の
道
路
管
理
者 

三 

道
路
協
力
団
体 

四 

そ
の
他
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
者 

４ 

第
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申

出
を
し
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
当
該
申
出
に
係
る
踏

切
道
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
踏
切
道
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、

同
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
会
を
組
織
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
会
の
構
成
員
は

、
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

協
議
会
が
定
め
る
。 

 
 

（
勧
告
等
） 

第
十
七
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者

（
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
正
当
な
理
由
が
な
く
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は
国
踏
切
道

改
良
計
画
に
従
つ
て
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、
当
該
地
方
踏
切
道
改
良
計
画

又
は
当
該
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
従
つ
て
当
該
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
す
べ
き

こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条

（
勧
告
等
） 

第
八
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
（

国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
正
当
な
理
由
が
な
く
同
項
の
規
定
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
て
い

な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、
期

限
を
定
め
て
、
踏
切
道
改
良
基
準
に
適
合
す
る
改
良
の
方
法
に
よ
り
当
該
踏
切

道
の
改
良
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

２ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
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第
一
項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
踏
切
道
改
良

基
準
に
適
合
す
る
改
良
の
方
法
に
よ
り
当
該
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
て
い
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、
期
限

を
定
め
て
、
踏
切
道
改
良
基
準
に
適
合
す
る
改
良
の
方
法
に
よ
り
当
該
踏
切
道

の
改
良
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
場
合

に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
の

完
了
後
に
お
い
て
も
な
お
第
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
る
踏
切
道
に
つ
い
て
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
を

図
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
鉄
道

事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
鉄
道
事
業
者
及

び
道
路
管
理
者
が
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し

た
場
合
に
あ
つ
て
は
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
、
当
該
鉄

道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
踏
切
道
の
改
良
を

実
施
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
の
作
成
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
四
条
第
一
項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が

正
当
な
理
由
が
な
く
同
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を
定

め
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
に
対
し

て
、
当
該
踏
切
道
に
係
る
地
方
踏
切
道
災
害
時
管
理
方
法
を
定
め
る
べ
き
こ
と

を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
各
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
正

当
な
理
由
が
な
く
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
実
施
し
て
い
な
い
と
き
の
措
置
は

、
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
（

第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
道
路
法
第
七

十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
当
該
地
方
踏
切
道

改
良
計
画
又
は
当
該
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
従
つ
て
当
該
踏
切
道
の
改
良
を
実

施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
に
対

し
て
、
当
該
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は
当
該
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
従
つ
て

当
該
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
新
設
） 

    
 

      

（
新
設
） 

    

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
正

当
な
理
由
が
な
く
そ
の
勧
告
に
係
る
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
て
い
な
い
と
き

の
措
置
は
、
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
十
三
条

第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七

十
六
号
）
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
道

路
法
第
七
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。 

 
 

（
費
用
の
負
担
） 

（
費
用
の
負
担
） 
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第
十
八
条 

第
三
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

踏
切
道
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
指
定
踏
切
道
」
と
い
う

。
）
の
改
良
又
は
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
指
定
踏
切
道
の
管
理
の
実

施
に
要
す
る
費
用
（
次
項
の
費
用
を
除
く
。
）
は
、
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管

理
者
（
特
定
道
路
改
良
に
係
る
他
の
道
路
管
理
者
を
含
む
。
）
が
協
議
し
て
負

担
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

指
定
踏
切
道
の
改
良
又
は
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
指
定
踏
切
道
の

適
確
な
管
理
の
た
め
に
行
う
保
安
設
備
の
整
備
に
要
す
る
費
用
は
、
鉄
道
事
業

者
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
九
条 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
踏
切
道
（
次
項
及
び
次
条

第
一
項
に
お
い
て
「
指
定
踏
切
道
」
と
い
う
。
）
の
改
良
の
実
施
に
要
す
る
費

用
（
次
項
の
費
用
を
除
く
。
）
は
、
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
協
議
し

て
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

２ 

保
安
設
備
の
整
備
に
よ
る
指
定
踏
切
道
の
改
良
の
実
施
に
要
す
る
費
用
は
、

鉄
道
事
業
者
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
補
助
） 

第
十
九
条 

国
は
、
指
定
踏
切
道
の
改
良
又
は
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

指
定
踏
切
道
の
適
確
な
管
理
の
た
め
に
保
安
設
備
を
整
備
す
る
鉄
道
事
業
者
（

政
令
で
定
め
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
整
備
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
補
助
） 

第
十
条 

国
は
、
保
安
設
備
の
整
備
に
よ
る
指
定
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
す
る
鉄

道
事
業
者
（
政
令
で
定
め
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

（
資
金
の
貸
付
け
） 

第
二
十
条 

国
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
立
体
交
差
化
工
事
施
行
者
（
鉄
道

事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
の
同
意
を
得
て
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は
国
踏
切

道
改
良
計
画
に
係
る
立
体
交
差
化
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
の
工
事
（
政
令
で
定

め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
政
令

で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
対
し
当
該
工
事
に

要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

貸
付
け
の
条
件
が
次
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
当

該
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
の
一
部
を
無
利
子
で
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に

貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
資
金
の
貸
付
け
） 

第
十
一
条 

国
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
立
体
交
差
化
工
事
施
行
者
（
鉄
道

事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
の
同
意
を
得
て
第
四
条
第
一
項
（
同
条
第
十
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
地
方
踏
切
道

改
良
計
画
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
国
踏
切
道
改
良
計

画
（
当
該
国
踏
切
道
改
良
計
画
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も

の
）
に
係
る
立
体
交
差
化
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
の
工
事
（
政
令
で
定
め
る
も

の
に
限
る
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
政
令
で
定
め

る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
対
し
当
該
工
事
に
要
す
る

費
用
に
充
て
る
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
貸
付
け

の
条
件
が
次
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
貸
付

け
に
必
要
な
資
金
の
一
部
を
無
利
子
で
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
貸
し
付
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２ 
（
略
） 

け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

 
 

（
資
金
の
確
保
に
関
す
る
措
置
） 

第
二
十
一
条 
国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
及

び
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
の
適
確
な
管
理
に
つ
い
て
、
鉄
道

事
業
者
が
必
要
と
す
る
資
金
の
確
保
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

（
資
金
の
確
保
に
関
す
る
措
置
） 

第
十
二
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
に
つ

い
て
、
鉄
道
事
業
者
が
必
要
と
す
る
資
金
の
確
保
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
よ

う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
報
告
の
徴
収
） 

第
二
十
二
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
鉄
道
事
業
者
又
は
道
路
管
理
者

（
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
踏
切
道
の
改
良

の
実
施
の
状
況
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
踏
切
道
の
管
理
の
実
施
体

制
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
報
告
の
徴
収
） 

第
十
三
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
鉄
道
事
業
者
又
は
国
土
交
通
大
臣

以
外
の
道
路
管
理
者
に
対
し
、
踏
切
道
の
改
良
の
実
施
の
状
況
そ
の
他
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
事
務
の
区
分
） 

第
二
十
三
条 

第
三
条
第
五
項
、
第
四
条
第
十
七
項
（
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。 

 

（
新
設
） 
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〇 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

目
次 第

一
章
・
第
二
章 

（
略
） 

第
三
章 

道
路
の
管
理 

第
一
節 

（
略
） 

第
二
節 

道
路
の
構
造
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
一
条
の
二
） 

第
三
節
～
第
八
節 

（
略
） 

第
九
節 

歩
行
者
利
便
増
進
道
路
（
第
四
十
八
条
の
二
十
―
第
四
十
八
条
の
二

十
九
） 

第
九
節
の
二 

防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
（
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
二
―
第

四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
） 

第
十
節
～
第
十
三
節 

（
略
） 

第
四
章
～
第
八
章 

（
略
） 

附
則 

目
次 第

一
章
・
第
二
章 

（
略
） 

第
三
章 

道
路
の
管
理 

第
一
節 

（
略
） 

第
二
節 

道
路
の
構
造
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
一
条
） 

第
三
節
～
第
八
節 

（
略
） 

第
九
節 

歩
行
者
利
便
増
進
道
路
（
第
四
十
八
条
の
二
十
―
第
四
十
八
条
の
二

十
九
） 

（
新
設
） 

 

第
十
節
～
第
十
三
節 

（
略
） 

第
四
章
～
第
八
章 

（
略
） 

附
則 

 
 

（
管
理
の
特
例
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２
～
７ 

（
略
） 

８ 

都
道
府
県
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
指
定
市
以
外
の
市
町
村
か

ら
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
道
路
の
維
持
又
は
災
害
復
旧
に

関
す
る
工
事
の
実
施
体
制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村
が

管
理
す
る
指
定
区
間
外
の
国
道
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
（
当
該
都
道
府
県

が
管
理
す
る
道
路
と
交
通
上
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

維
持
（
道
路
の
啓
開
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る

工
事
を
当
該
市
町
村
に
代
わ
つ
て
自
ら
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

（
管
理
の
特
例
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２
～
７ 

（
略
） 

（
新
設
） 
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と
き
は
、
前
条
並
び
に
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
務

の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
前
三
項
の
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
の
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

  

８ 

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
前
二
項
の
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
の
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 
 

（
兼
用
工
作
物
の
管
理
） 

第
二
十
条 

道
路
と
堤
防
、
護
岸
、
ダ
ム
、
鉄
道
又
は
軌
道
用
の
橋
、
踏
切
道
（
道

路
と
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日

本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
若
し
く
は
鉄
道
事
業
者
（
第
三
十
一
条
及
び

第
三
十
一
条
の
二
に
お
い
て
「
鉄
道
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
の
鉄
道
又
は
軌
道

法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
新
設
軌
道
と
の
交
差
部
分
を
い
う
。

）
、
駅
前
広
場
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
工
作
物
又
は
施
設
（
以
下
こ
れ
ら
を

「
他
の
工
作
物
」
と
総
称
す
る
。
）
と
が
相
互
に
効
用
を
兼
ね
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
及
び
他
の
工
作
物
の
管
理
者
は
、
当
該
道
路
及
び

他
の
工
作
物
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十

五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
し
て
別
に
そ
の
管
理
の

方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
他
の
工
作
物
の
管
理
者
が
私
人
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
に
つ
い
て
は
、
道
路
に
関
す
る
工
事
（
道
路
の
新
設

、
改
築
又
は
修
繕
に
関
す
る
工
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
維
持
以
外
の
管

理
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
道

路
管
理
者
と
他
の
工
作
物
の
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
当
該
道

路
の
道
路
管
理
者
又
は
他
の
工
作
物
の
管
理
者
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
国
又
は
都

道
府
県
で
あ
る
と
き
は
国
土
交
通
大
臣
及
び
当
該
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大

臣
に
、
そ
の
他
の
と
き
は
都
道
府
県
知
事
（
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
の

事
務
を
分
掌
す
る
地
方
支
分
部
局
の
長
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
及
び
当

該
支
分
部
局
の
長
。
以
下
こ
の
条
並
び
に
第
五
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

国
土
交
通
大
臣
及
び
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は

（
兼
用
工
作
物
の
管
理
） 

第
二
十
条 

道
路
と
堤
防
、
護
岸
、
ダ
ム
、
鉄
道
又
は
軌
道
用
の
橋
、
踏
切
道
（
道

路
と
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日

本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
若
し
く
は
鉄
道
事
業
者
の
鉄
道
又
は
軌
道
法

（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
新
設
軌
道
と
の
交
差
部
分
を
い
う
。
）

、
駅
前
広
場
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
工
作
物
又
は
施
設
（
以
下
こ
れ
ら
を
「

他
の
工
作
物
」
と
総
称
す
る
。
）
と
が
相
互
に
効
用
を
兼
ね
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
及
び
他
の
工
作
物
の
管
理
者
は
、
当
該
道
路
及
び
他

の
工
作
物
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
五

条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
し
て
別
に
そ
の
管
理
の
方

法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
他
の
工
作
物
の
管
理
者
が
私
人
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
に
つ
い
て
は
、
道
路
に
関
す
る
工
事
（
道
路
の
新
設
、

改
築
又
は
修
繕
に
関
す
る
工
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
維
持
以
外
の
管
理

を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
道

路
管
理
者
と
他
の
工
作
物
の
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
当
該
道

路
の
道
路
管
理
者
又
は
他
の
工
作
物
の
管
理
者
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
国
又
は
都

道
府
県
で
あ
る
と
き
は
国
土
交
通
大
臣
及
び
当
該
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大

臣
に
、
そ
の
他
の
と
き
は
都
道
府
県
知
事
（
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
の

事
務
を
分
掌
す
る
地
方
支
分
部
局
の
長
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
及
び
当

該
支
分
部
局
の
長
。
以
下
本
条
並
び
に
第
五
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
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、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
裁
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
又
は
他
の
工
作
物
の
管
理
者
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
は
、
意
見
を

提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
つ
て
は
道
路
管
理
者
で

あ
る
都
道
府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
道
路
管
理
者
で

あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

５ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
と
当
該
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大

臣
と
の
協
議
が
成
立
し
た
場
合
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
及
び

当
該
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
が
裁
定
を
し
た

場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
と
他
の

工
作
物
の
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

６ 

（
略
） 

お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣

及
び
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
「
関
係
都
道

府
県
知
事
の
意
見
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
又
は
他
の
工
作
物

の
管
理
者
の
意
見
」
と
、
「
関
係
都
道
府
県
知
事
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
道

路
の
道
路
管
理
者
は
、
」
と
、
「
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
つ
て
は
道
路
管
理
者
で

あ
る
都
道
府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
道
路
管
理
者
で

あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

５ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
と
当
該
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務
大

臣
と
の
協
議
が
成
立
し
た
場
合
又
は
第
三
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
及
び
当
該
他
の
工
作
物
に
関
す
る
主
務

大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
が
裁
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
と
他
の
工
作
物
の
管
理
者
と
の
協
議
が
成

立
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

６ 

（
略
） 

 
 

（
道
路
管
理
者
以
外
の
者
の
行
う
工
事
） 

第
二
十
四
条 

道
路
管
理
者
以
外
の
者
は
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
三
項
、
第
十

七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条

の
二
ま
で
、
第
四
十
八
条
の
十
九
第
一
項
又
は
第
四
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
道
路
に
関
す
る
工
事
の
設
計
及
び
実
施
計
画
に
つ
い

て
道
路
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
道
路
に
関
す
る
工
事
又
は
道
路
の
維
持
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
道
路
の
維
持
で
政
令
で
定
め
る
軽
易
な
も
の
に
つ
い

て
は
、
道
路
管
理
者
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
道
路
管
理
者
以
外
の
者
の
行
う
工
事
） 

第
二
十
四
条 

道
路
管
理
者
以
外
の
者
は
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
三
項
、
第
十

七
条
第
四
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
ま

で
又
は
第
四
十
八
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
道
路
に
関
す

る
工
事
の
設
計
及
び
実
施
計
画
に
つ
い
て
道
路
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
道
路
に

関
す
る
工
事
又
は
道
路
の
維
持
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
道
路
の
維
持

で
政
令
で
定
め
る
軽
易
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
の
承
認
を
受
け
る
こ

と
を
要
し
な
い
。 

 
 

（
自
動
車
駐
車
場
又
は
自
転
車
駐
車
場
の
駐
車
料
金
及
び
割
増
金
） 

第
二
十
四
条
の
二 

道
路
管
理
者
（
指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
つ
て
は
、
国
。
第
三

項
（
第
四
十
八
条
の
三
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
第
五
項
及
び
第
七
項
、
第
四
十
四
条
の
三
第
八

（
自
動
車
駐
車
場
又
は
自
転
車
駐
車
場
の
駐
車
料
金
及
び
割
増
金
） 

第
二
十
四
条
の
二 

道
路
管
理
者
（
指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
つ
て
は
、
国
。
第
三

項
（
第
四
十
八
条
の
三
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
第
五
項
及
び
第
七
項
、
第
四
十
四
条
の
二
第
八
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項
、
第
四
十
八
条
の
七
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
、
第
四
十
九
条

、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
、
第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十

四
条
第
一
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
一
項

及
び
第
三
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
十
五
条
第
三
項
並

び
に
第
九
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公

共
団
体
の
条
例
（
指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
つ
て
は
、
政
令
）
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
又
は
自
転
車
駐
車
場
に
自
動
車

（
道
路
運
送
車
両
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
自
転
車
を
駐
車
さ
せ
る
者
か
ら
、
駐
車
料
金

を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
道
路
交
通
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
緊
急
自
動
車
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
自
動
車
又
は
自
転
車
を
駐
車
さ
せ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

項
、
第
四
十
八
条
の
七
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
、
第
四
十
九
条

、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
、
第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十

四
条
第
一
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
一
項

及
び
第
三
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
十
五
条
第
三
項
並

び
に
第
九
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公

共
団
体
の
条
例
（
指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
つ
て
は
、
政
令
）
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
又
は
自
転
車
駐
車
場
に
自
動
車

（
道
路
運
送
車
両
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
自
転
車
を
駐
車
さ
せ
る
者
か
ら
、
駐
車
料
金

を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
道
路
交
通
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
緊
急
自
動
車
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
自
動
車
又
は
自
転
車
を
駐
車
さ
せ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

（
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
） 

第
二
十
七
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

都
道
府
県
は
、
第
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間
外
の
国
道
、
都
道

府
県
道
又
は
市
町
村
道
の
維
持
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
う
場
合
に
お

い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ

て
そ
の
権
限
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

５ 

（
略
） 

（
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
） 

第
二
十
七
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
新
設
） 

   

４ 

（
略
） 

 
 

（
協
議
会
） 

第
二
十
八
条
の
二 

交
通
上
密
接
な
関
連
を
有
す
る
道
路
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
密
接
関
連
道
路
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
行
う
二
以
上
の
道
路
管
理
者
は
、
踏

切
道
密
接
関
連
道
路
（
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
踏
切
道
密
接
関
連
道
路
を
い
う
。
）
そ
の
他
の

密
接
関
連
道
路
の
管
理
を
効
果
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協

議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で

（
協
議
会
） 

第
二
十
八
条
の
二 

交
通
上
密
接
な
関
連
を
有
す
る
道
路
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
密
接
関
連
道
路
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
行
う
二
以
上
の
道
路
管
理
者
は
、
密

接
関
連
道
路
の
管
理
を
効
果
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議

会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 
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き
る
。 

２
～
４ 

（
略
） 

 

２
～
４ 

（
略
） 

 
 

（
道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
） 

第
三
十
一
条 
道
路
と
鉄
道
事
業
者
等
の
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
す
る
場
合
（
当
該

道
路
が
国
道
で
あ
り
、
か
つ
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
そ
の
新
設
又
は
改
築
を
行

う
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
及
び
当
該
鉄
道
事

業
者
等
は
、
当
該
交
差
の
方
式
、
そ
の
構
造
、
工
事
の
施
行
方
法
及
び
費
用
負
担

に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
協
議
し
、
こ
れ
を
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
道
路
の
交
通
量
又
は
当
該
鉄
道
の
運
転
回
数
が
少
な
い
場
合
、
地
形

上
や
む
を
得
な
い
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
交
差
の

方
式
は
、
立
体
交
差
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
道
路

管
理
者
と
鉄
道
事
業
者
等
と
の
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
当
該
道
路
の
道
路

管
理
者
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
等
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

  

３ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
裁
定
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
等
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
の
道
路
管

理
者
は
、
意
見
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
つ
て

は
当
該
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ

つ
て
は
当
該
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

  

（
道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
） 

第
三
十
一
条 

道
路
と
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独

立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
鉄
道
事
業
者
の
鉄
道
と

が
相
互
に
交
差
す
る
場
合
（
当
該
道
路
が
国
道
で
あ
り
、
か
つ
、
国
土
交
通
大
臣

が
自
ら
そ
の
新
設
又
は
改
築
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路

の
道
路
管
理
者
は
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独

立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
と
当

該
交
差
の
方
式
、
そ
の
構
造
、
工
事
の
施
行
方
法
及
び
費
用
負
担
に
つ
い
て
、
あ

ら
か
じ
め
協
議
し
、
こ
れ
を
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
道

路
の
交
通
量
又
は
当
該
鉄
道
の
運
転
回
数
が
少
な
い
場
合
、
地
形
上
や
む
を
得
な

い
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
交
差
の
方
式
は
、
立
体

交
差
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
道
路

管
理
者
と
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法

人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
鉄
道
事
業
者
と
の
協
議
が
成
立
し

な
い
と
き
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施

設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は

鉄
道
事
業
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中
「
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
道
路
の
道
路
管
理
者
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者

の
意
見
」
と
、
「
関
係
都
道
府
県
知
事
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
道
路
の
道
路

管
理
者
は
、
」
と
、
「
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
つ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道

府
県
の
議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
当
該
道
路
管
理
者
で
あ
る

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
読
み
替
え
る
も
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４ 
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
と
当
該
鉄
道
事
業

者
等
と
の
協
議
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

５ 

国
道
と
鉄
道
事
業
者
等
の
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
土

交
通
大
臣
が
自
ら
当
該
国
道
の
新
設
又
は
改
築
を
行
う
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
鉄
道
事
業
者
等
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
交
差
の
方
式

、
そ
の
構
造
、
工
事
の
施
行
方
法
及
び
費
用
負
担
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
決
定
前
に
、
国
土
交
通
大
臣
と
当
該
鉄
道
事
業
者
等
と

の
間
に
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。 

  

６
・
７ 

（
略
） 

の
と
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
と
独
立
行
政
法
人

鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・

債
務
返
済
機
構
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
と
の
協
議
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

５ 

国
道
と
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法

人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
鉄
道
事
業
者
の
鉄
道
と
が
相
互
に

交
差
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
そ
の
新
設
又
は
改
築
を
行
う

と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸

施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又

は
当
該
鉄
道
事
業
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
交
差
の
方
式
、
そ
の
構
造
、
工
事

の
施
行
方
法
及
び
費
用
負
担
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大

臣
の
決
定
前
に
、
国
土
交
通
大
臣
と
こ
れ
ら
の
者
と
の
間
に
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ

い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

６
・
７ 

（
略
） 

 
 

（
道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
部
分
の
管
理
の
方
法
） 

第
三
十
一
条
の
二 

指
定
区
間
外
の
国
道
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
と
鉄
道
事

業
者
等
の
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
道

路
管
理
者
及
び
当
該
鉄
道
事
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
交
差
の
方
式
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
し
、
こ
れ
を
成
立

さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
規
定
す
る
交
差
部

分
に
つ
い
て
踏
切
道
改
良
促
進
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
つ

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

立
体
交
差 

当
該
立
体
交
差
に
係
る
道
路
及
び
鉄
道
施
設
の
維
持
、
修
繕
（

当
該
修
繕
を
効
率
的
に
行
う
た
め
の
点
検
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
管
理
の
方
法

で
あ
つ
て
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

二 

立
体
交
差
以
外
の
交
差 

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
交
差
部
分

の
管
理
の
方
法
で
あ
つ
て
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
に
必
要
な
も
の
と
し

 

（
新
設
） 
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て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

２ 
道
路
管
理
者
又
は
鉄
道
事
業
者
等
の
一
方
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
求
め

た
と
き
は
、
当
該
協
議
を
求
め
ら
れ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き

、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
管
理
者
又
は
鉄
道
事
業
者
等
の
一
方
が
第
一
項
の
協

議
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
一
方
が
当
該
協
議
に
応
じ
ず
、
又
は
当
該
協

議
が
調
わ
な
か
つ
た
場
合
で
、
当
該
協
議
を
求
め
た
者
か
ら
申
立
て
が
あ
つ
た
と

き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合

を
除
き
、
当
該
協
議
を
求
め
ら
れ
た
者
に
対
し
、
そ
の
協
議
の
開
始
又
は
再
開
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

指
定
区
間
内
の
国
道
と
鉄
道
事
業
者
等
の
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
等
の
意
見
を
聴
い
て
、

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
交
差
の
方
式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
管
理

の
方
法
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
当
該
管
理

の
方
法
の
決
定
前
に
国
土
交
通
大
臣
と
当
該
鉄
道
事
業
者
等
と
の
間
に
当
該
管
理

の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
、
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
交
差

部
分
に
つ
い
て
踏
切
道
改
良
促
進
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ

つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

５ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
る
と
き
は
、
鉄
道
の

整
備
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
鉄
道
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
特
に
配
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
道
路
の
占
用
の
許
可
基
準
） 

第
三
十
三
条 

（
略
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
で
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
の
た
め
の
道
路
の
占
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は

施
設
の
う
ち
、
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
災
拠
点
自

（
道
路
の
占
用
の
許
可
基
準
） 

第
三
十
三
条 

（
略
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
で
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
の
た
め
の
道
路
の
占
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
三 
（
略
） 

（
新
設
） 
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動
車
駐
車
場
内
に
設
け
ら
れ
る
工
作
物
又
は
施
設
で
、
災
害
応
急
対
策
（
災
害

対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
災
害
応
急
対
策
を
い
う
。
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
及
び

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
資
す
る
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
も
の 

五
・
六 

（
略
） 

３
～
６ 

（
略
） 

     

四
・
五 

（
略
） 

３
～
６ 

（
略
） 

 
 

（
沿
道
区
域
に
お
け
る
土
地
等
の
管
理
者
の
損
害
予
防
義
務
） 

第
四
十
四
条 

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
沿
道
の
土
地
、
竹
木
又
は
工
作
物
が
道
路

の
構
造
に
及
ぼ
す
べ
き
損
害
を
予
防
し
、
又
は
道
路
の
交
通
に
及
ぼ
す
べ
き
危
険

を
防
止
す
る
た
め
、
道
路
に
接
続
す
る
区
域
を
、
条
例
（
指
定
区
間
内
の
国
道
に

あ
つ
て
は
、
政
令
）
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
沿
道
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
道
路
の
各
一
側
に
つ
い
て
幅
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
区

域
を
沿
道
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
に
係
る
沿
道
区
域
及
び
次

項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
対
象
と
な
る
土
地
、
竹
木
又
は
工
作
物
を
定
め
る
も
の

と
し
、
道
路
管
理
者
は
、
当
該
指
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
ら
の
事
項

を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

沿
道
区
域
の
区
域
内
に
あ
る
土
地
、
竹
木
又
は
工
作
物
（
前
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理

者
は
、
そ
の
土
地
、
竹
木
又
は
工
作
物
が
道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は

交
通
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

損
害
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
の
設
置
そ
の
他
そ
の
損
害
又
は
危
険
を

防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

道
路
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
損
害
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
土
地
、
竹
木
又
は
工
作
物
の
管
理

者
に
対
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
施
設
の
設
置
そ
の
他
そ
の
損
害
又
は
危
険
を
防

止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５
～
７ 

（
略
） 

（
沿
道
区
域
に
お
け
る
土
地
等
の
管
理
者
の
損
害
予
防
義
務
） 

第
四
十
四
条 

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
構
造
に
及
ぼ
す
べ
き
損
害
を
予
防
し
、
又

は
道
路
の
交
通
に
及
ぼ
す
べ
き
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
道
路
に
接
続
す
る
区
域

を
、
条
例
（
指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
つ
て
は
、
政
令
）
で
定
め
る
基
準
に
従
い

、
沿
道
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
道
路
の
各
一
側
に
つ
い

て
幅
二
十
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
区
域
を
沿
道
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
沿
道
区
域
を
指
定
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者

は
、
遅
滞
な
く
そ
の
区
域
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

３ 

沿
道
区
域
内
に
あ
る
土
地
、
竹
木
又
は
工
作
物
の
管
理
者
は
、
そ
の
土
地
、
竹

木
又
は
工
作
物
が
道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
損
害
又
は
危
険
を
防
止

す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
、
そ
の
他
そ
の
損
害
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
４ 
道
路
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
損
害
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
土
地
、
竹
木
又
は
工
作
物
の
管
理

者
に
対
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
施
設
を
設
け
、
そ
の
他
そ
の
損
害
又
は
危
険
を

防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５
～
７ 

（
略
） 
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（
届
出
対
象
区
域
内
に
お
け
る
工
作
物
の
設
置
の
届
出
等
） 

第
四
十
四
条
の
二 

道
路
管
理
者
は
、
沿
道
区
域
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
対
象
と
な
る
も
の
と
し
て
工
作
物
が
公
示
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
区
域
を
、
届
出
対
象
区
域
と
し
て
指
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
対
象
区
域
の
指
定
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
条
例
（
指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
省

令
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め

、
そ
の
旨
及
び
そ
の
区
域
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

届
出
対
象
区
域
の
区
域
内
に
お
い
て
、
工
作
物
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
設
置
に
関
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

当
該
行
為
に
着
手
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
行
為
の
種
類
、
場
所
、
設
計
又
は
施
行
方
法
、
着
手
予
定
日
そ
の
他
の
条
例
で

定
め
る
事
項
を
道
路
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為
で
条
例
で
定
め
る
も
の 

二 

非
常
災
害
の
た
め
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
行
為 

三 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
行
為 

５ 

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
項
の
う
ち
条

例
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
変
更
に
係
る
行

為
に
着
手
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

旨
を
道
路
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

道
路
管
理
者
は
、
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
届
出
に
係
る
行
為
が
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
道
路
の
構
造

に
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
又
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
届
出
に
係
る
行
為
に
関
し
場
所
又

は
設
計
の
変
更
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（
新
設
） 
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第
四
十
四
条
の
三 

（
略
） 

第
四
十
四
条
の
二 

（
略
） 

 
 

（
道
路
保
全
立
体
区
域
内
の
制
限
） 

第
四
十
八
条 
道
路
保
全
立
体
区
域
内
に
あ
る
土
地
、
竹
木
又
は
建
築
物
そ
の
他
の

工
作
物
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
そ
の
土
地
、
竹
木
又
は
建
築
物
そ
の
他
の
工

作
物
が
道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
損
害
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め

の
施
設
の
設
置
そ
の
他
そ
の
損
害
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

道
路
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
損
害
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
所
有
者
又
は
占
有
者

に
対
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
施
設
の
設
置
そ
の
他
そ
の
損
害
又
は
危
険
を
防
止

す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

（
道
路
保
全
立
体
区
域
内
の
制
限
） 

第
四
十
八
条 

道
路
保
全
立
体
区
域
内
に
あ
る
土
地
、
竹
木
又
は
建
築
物
そ
の
他
の

工
作
物
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
そ
の
土
地
、
竹
木
又
は
建
築
物
そ
の
他
の
工

作
物
が
道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
損
害
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め

の
施
設
を
設
け
、
そ
の
他
そ
の
損
害
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

道
路
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
損
害
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
所
有
者
又
は
占
有
者

に
対
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
施
設
を
設
け
、
そ
の
他
そ
の
損
害
又
は
危
険
を
防

止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 
 

第
九
節
の
二 

防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場 

（
新
設
） 

 
 

（
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
指
定
） 

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
二 

国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車

駐
車
場
の
う
ち
、
そ
の
規
模
、
そ
の
接
す
る
道
路
の
構
造
及
び
交
通
の
状
況
並
び

に
そ
の
近
傍
に
お
け
る
災
害
応
急
対
策
に
係
る
施
設
の
立
地
そ
の
他
の
事
情
を
勘

案
し
て
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
円
滑
な
避
難
又
は
緊
急
輸
送
の
確
保

を
図
る
た
め
、
重
要
物
流
道
路
の
維
持
（
道
路
の
啓
開
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限

る
。
）
そ
の
他
の
広
域
災
害
応
急
対
策
（
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
行
わ

れ
る
緊
急
輸
送
の
確
保
そ
の
他
の
災
害
応
急
対
策
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

も
の
に
つ
い
て
、
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
当
該
指
定
に
係
る
自
動
車
駐
車
場
の
道
路
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣

 

（
新
設
） 
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で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。
）
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

３ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
も
、
同
様

と
す
る
。 

 
 

（
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
の
禁
止
又
は
制
限
） 

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三 

道
路
管
理
者
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

被
害
の
拡
大
を
防
ぎ
、
又
は
災
害
の
速
や
か
な
復
旧
を
図
る
た
め
、
防
災
拠
点
自

動
車
駐
車
場
の
広
域
災
害
応
急
対
策
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
緊
急
に
確
保
す
る

こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
に

つ
い
て
、
広
域
災
害
応
急
対
策
の
拠
点
と
し
て
の
利
用
以
外
の
利
用
を
禁
止
し
、

又
は
そ
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
新
設
） 

 
 

 

（
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
の
制
限
等
の
表
示
） 

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
四 

道
路
管
理
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
防
災
拠
点
自

動
車
駐
車
場
の
利
用
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
入
口
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
、
禁
止
又
は
制
限

の
対
象
を
明
ら
か
に
し
た
道
路
標
識
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

 
 

（
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
締
結
等
） 

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五 

道
路
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
す
る
防
災
拠
点
自
動
車

駐
車
場
に
つ
い
て
、
災
害
時
に
お
け
る
広
域
災
害
応
急
対
策
の
拠
点
と
し
て
の
機

能
の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
道
路
外

災
害
応
急
対
策
施
設
所
有
者
等
（
当
該
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
に
隣
接
す
る
土

地
の
区
域
に
存
す
る
駐
車
場
、
備
蓄
倉
庫
、
発
電
施
設
、
通
信
設
備
そ
の
他
災
害

応
急
対
策
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
工
作
物
又
は
施
設
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
又
は
当
該

道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に

道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
築

 

（
新
設
） 
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物
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
当
該
道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設
に
係
る
部
分
の
も

の
）
の
所
有
者
若
し
く
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
（
臨
時
設
備
そ
の

他
一
時
的
に
使
用
す
る
施
設
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く

。
）
を
有
す
る
者
を
い
う
。
次
項
及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
の
間
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
協
定
（
以
下
こ
の
条
か

ら
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
ま
で
に
お
い
て
「
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定

」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
て
、
当
該
道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設
の
管
理
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

一 

災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
目
的
と
な
る
道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設

（
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
三
項
及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
に
お
い
て
「

協
定
災
害
応
急
対
策
施
設
」
と
い
う
。
） 

二 

協
定
災
害
応
急
対
策
施
設
の
管
理
の
方
法 

三 

災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
有
効
期
間 

四 

災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置 

五 

次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
掲
示
の
方
法 

六 

そ
の
他
協
定
災
害
応
急
対
策
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項 

２ 

災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
に
つ
い
て
は
、
道
路
外
災
害
応
急
対
策
施
設
所

有
者
等
の
全
員
の
合
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
縦
覧
等
） 

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六 

道
路
管
理
者
は
、
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
を

締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

旨
を
公
告
し
、
当
該
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週

間
利
害
関
係
人
の
縦
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
利
害
関
係
人
は
、
同
項
の
縦
覧

期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
に
つ
い
て
、
道
路

管
理
者
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

道
路
管
理
者
は
、
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
示
し
、
か
つ
、

当
該
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
写
し
を
道
路
管
理
者
の
事
務
所
に
備
え
て

 

（
新
設
） 
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一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
に
お
い
て
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
協
定
災
害
応
急
対
策
施
設
又
は
そ
の
敷
地
内
の
見
や
す
い

場
所
に
、
道
路
管
理
者
の
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
閲
覧
に
供
し
て
い
る
旨
を
掲

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
条
第
二
項
及
び
前
三
項
の
規
定
は
、
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
に
お
い

て
定
め
た
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

（
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
の
効
力
） 

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七 
前
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
あ
つ
た
災
害
応
急
対
策
施
設
管
理
協
定
は

、
そ
の
公
示
の
あ
つ
た
後
に
お
い
て
協
定
災
害
応
急
対
策
施
設
の
道
路
外
災
害
応

急
対
策
施
設
所
有
者
等
と
な
つ
た
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
が
あ
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
新
設
） 

    

 
 

（
利
便
施
設
協
定
の
締
結
等
） 

第
四
十
八
条
の
三
十
七 

道
路
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
す
る
道
路
に
並
木
、
街
灯
そ

の
他
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
確
保
に
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
工
作
物
又
は
施
設
を
設
け
る
こ
と
が
当
該
道
路
の
構
造
又
は
周
辺
の
土
地

利
用
の
状
況
に
よ
り
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
の
通
行
者
又
は
利

用
者
の
利
便
の
確
保
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
道
路
の
区
域

外
に
あ
る
そ
れ
ら
の
工
作
物
又
は
施
設
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
道
路
外
利
便

施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
道
路
外
利
便
施
設
所
有
者
等
（
当
該
道
路
外
利

便
施
設
の
所
有
者
又
は
当
該
道
路
外
利
便
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
建
築
物
そ

の
他
の
工
作
物
に
道
路
外
利
便
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
当
該
道
路
外
利
便
施
設
に
係
る
部
分
の
も
の

）
の
所
有
者
若
し
く
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
（
臨
時
設
備
そ
の
他

一
時
的
に
使
用
す
る
施
設
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。

）
を
有
す
る
者
を
い
う
。
次
項
及
び
第
四
十
八
条
の
三
十
九
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
の
間
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
協
定
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「
利
便
施
設
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
て
、
当
該
道
路
外
利
便
施
設
の
管
理

（
利
便
施
設
協
定
の
締
結
等
） 

第
四
十
八
条
の
三
十
七 

道
路
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
す
る
道
路
に
並
木
、
街
灯
そ

の
他
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
確
保
に
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
工
作
物
又
は
施
設
を
設
け
る
こ
と
が
当
該
道
路
の
構
造
又
は
周
辺
の
土
地

利
用
の
状
況
に
よ
り
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
の
通
行
者
又
は
利

用
者
の
利
便
の
確
保
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
道
路
の
区
域

外
に
あ
る
そ
れ
ら
の
工
作
物
又
は
施
設
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
道
路
外
利
便

施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
道
路
外
利
便
施
設
所
有
者
等
（
当
該
道
路
外
利

便
施
設
の
所
有
者
又
は
当
該
道
路
外
利
便
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
建
築
物
そ

の
他
の
工
作
物
に
道
路
外
利
便
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
う
ち
当
該
道
路
外
利
便
施
設
に
係
る
部
分
）
の
所

有
者
若
し
く
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
（
臨
時
設
備
そ
の
他
一
時
使

用
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
を
い
う

。
次
項
及
び
第
四
十
八
条
の
三
十
九
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
に
お
い
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
協
定
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
利
便
施
設
協
定
」
と

い
う
。
）
を
締
結
し
て
、
当
該
道
路
外
利
便
施
設
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
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を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

。 一
～
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
踏
切
道
の
改
良
へ
の
協
力
） 

第
四
十
八
条
の
五
十
一 

道
路
協
力
団
体
は
、
踏
切
道
改
良
促
進
法
第
四
条
第
八
項

及
び
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
条
第
二
項
又
は
第
六
条
第
三
項
（
同

条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
踏
切
道
改
良
計
画

又
は
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
踏
切
道
改
良
計
画
に
道
路
協
力
団
体
の

協
力
が
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
又
は

国
踏
切
道
改
良
計
画
に
基
づ
き
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
実
施
す
る
踏
切

道
（
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
踏
切
道
を
い
う
。
）
の
改
良
に
協
力
す
る
も
の
と

す
る
。 

（
踏
切
道
の
改
良
へ
の
協
力
） 

第
四
十
八
条
の
五
十
一 

道
路
協
力
団
体
は
、
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
同
意
を
し
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
踏
切

道
改
良
計
画
又
は
同
法
第
五
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
同
意
を
し
た

同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
踏
切
道
改
良
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
同
意
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
等
」
と
い
う
。
）
に
道
路
協
力
団
体
の
協
力
が
必

要
な
事
項
が
記
載
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
同
意
地
方
踏
切
道
改
良
計
画
等
に
基
づ

き
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
が
実
施
す
る
踏
切
道
（
同
法
第
二
条
に
規
定
す

る
踏
切
道
を
い
う
。
）
の
改
良
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
負
担
金
の
通
知
及
び
納
入
手
続
等
） 

第
六
十
三
条 

第
四
十
四
条
の
三
第
七
項
及
び
第
五
十
八
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定

に
よ
る
負
担
金
の
額
の
通
知
及
び
納
入
手
続
そ
の
他
負
担
金
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
負
担
金
の
通
知
及
び
納
入
手
続
等
） 

第
六
十
三
条 

第
四
十
四
条
の
二
第
七
項
及
び
第
五
十
八
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定

に
よ
る
負
担
金
の
額
の
通
知
及
び
納
入
手
続
そ
の
他
負
担
金
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 
 

（
収
入
の
帰
属
） 

第
六
十
四
条 

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
駐
車
料
金
及
び
同
条
第

三
項
（
第
四
十
八
条
の
三
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
く
割
増
金
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
料
金
、
第
四
十
八
条
の

七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
連
結
料
、
第
四
十
四
条
の
三
第
七
項
、
第
五
十
八
条

か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
及
び
第
六
十
二
条
後
段
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
、
第
四

十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
停
留
料
金
並
び
に
自
動
車
駐
車
場
等

運
営
権
の
設
定
の
対
価
は
、
道
路
管
理
者
の
収
入
と
し
、
第
三
十
九
条
の
規
定
に

基
づ
く
占
用
料
は
、
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
道
路
管
理
者
又
は
第
十
三
条

（
収
入
の
帰
属
） 

第
六
十
四
条 

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
駐
車
料
金
及
び
同
条
第

三
項
（
第
四
十
八
条
の
三
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
く
割
増
金
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
料
金
、
第
四
十
八
条
の

七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
連
結
料
、
第
四
十
四
条
の
二
第
七
項
、
第
五
十
八
条

か
ら
第
六
十
一
条
ま
で
及
び
第
六
十
二
条
後
段
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
、
第
四

十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
停
留
料
金
並
び
に
自
動
車
駐
車
場
等

運
営
権
の
設
定
の
対
価
は
、
道
路
管
理
者
の
収
入
と
し
、
第
三
十
九
条
の
規
定
に

基
づ
く
占
用
料
は
、
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
道
路
管
理
者
又
は
第
十
三
条
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第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間
内
の
国
道
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
以
外

の
管
理
を
行
う
都
道
府
県
若
し
く
は
指
定
市
の
収
入
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間
内
の
国
道
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
以
外

の
管
理
を
行
う
都
道
府
県
若
し
く
は
指
定
市
の
収
入
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 
 

（
道
路
予
定
区
域
） 

第
九
十
一
条 

（
略
） 

２ 

道
路
の
区
域
が
決
定
さ
れ
た
後
道
路
の
供
用
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い

て
も
、
道
路
管
理
者
が
当
該
区
域
に
つ
い
て
の
土
地
に
関
す
る
権
原
を
取
得
し
た

後
に
お
い
て
は
、
当
該
区
域
又
は
当
該
区
域
内
に
設
置
さ
れ
た
道
路
の
附
属
物
と

な
る
べ
き
も
の
（
以
下
「
道
路
予
定
区
域
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
四
条

、
第
三
章
第
三
節
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
四
条
の
三
ま
で
、

第
四
十
七
条
の
十
一
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
八
条
の
四
十
五
（
第
三
十
二
条
第

一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
一
条
、
第

七
十
二
条
、
第
七
十
二
条
の
二
（
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十

五
条
、
第
八
十
七
条
及
び
次
条
か
ら
第
九
十
五
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

（
道
路
予
定
区
域
） 

第
九
十
一
条 

（
略
） 

２ 

道
路
の
区
域
が
決
定
さ
れ
た
後
道
路
の
供
用
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い

て
も
、
道
路
管
理
者
が
当
該
区
域
に
つ
い
て
の
土
地
に
関
す
る
権
原
を
取
得
し
た

後
に
お
い
て
は
、
当
該
区
域
又
は
当
該
区
域
内
に
設
置
さ
れ
た
道
路
の
附
属
物
と

な
る
べ
き
も
の
（
以
下
「
道
路
予
定
区
域
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
四
条

、
第
三
章
第
三
節
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
四
十

七
条
の
十
一
、
第
四
十
八
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
二
条
の
二

（
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
、
第
八
十
七
条
及
び
次
条

か
ら
第
九
十
五
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

３
・
４ 

（
略
） 

 
 

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
と
の
調
整
） 

第
九
十
五
条
の
二 

道
路
管
理
者
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
（

高
速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
区
画
線
（
道
路
交
通
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
十

六
号
の
道
路
標
示
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
設
け
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
四
十
七
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
通
行
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
第
四
十
八
条
の

二
十
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
指
定
を

し
、
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三
の
規
定
に
よ
り
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
利

用
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
横
断
歩
道
橋
を
設
け
、
道
路
の
交
差
部

分
及
び
そ
の
付
近
の
道
路
の
部
分
の
改
築
で
政
令
で
定
め
る
も
の
若
し
く
は
歩
行

安
全
改
築
を
行
い
、
道
路
上
に
道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
を
設
け
、

若
し
く
は
道
路
に
接
し
て
特
定
車
両
停
留
施
設
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
と
の
調
整
） 

第
九
十
五
条
の
二 

道
路
管
理
者
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
（

高
速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
区
画
線
（
道
路
交
通
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
十

六
号
の
道
路
標
示
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
設
け
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
四
十
七
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
通
行
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
第
四
十
八
条
の

二
十
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
指
定
を

し
、
又
は
横
断
歩
道
橋
を
設
け
、
道
路
の
交
差
部
分
及
び
そ
の
付
近
の
道
路
の
部

分
の
改
築
で
政
令
で
定
め
る
も
の
若
し
く
は
歩
行
安
全
改
築
を
行
い
、
道
路
上
に

道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
を
設
け
、
若
し
く
は
道
路
に
接
し
て
特
定

車
両
停
留
施
設
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

公
安
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
六
条
第
一
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該
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
通
行
を
禁
止
し
、
若
し

く
は
制
限
し
、
又
は
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三
の
規
定
に
よ
り
防
災
拠
点
自
動

車
駐
車
場
の
利
用
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

緊
急
を
要
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
事
後
に
お
い
て
、
速
や
か
に
当
該
禁
止
又
は
制
限

の
内
容
及
び
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
通
行
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

い
て
、
緊
急
を
要
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
事
後
に
お
い
て
、
速
や
か
に
当
該
禁
止
又

は
制
限
の
内
容
及
び
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

２ 

（
略
） 

 
 

（
事
務
の
区
分
） 

第
九
十
七
条 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号

に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
次
項
に
お
い
て
「
第
一
号
法
定
受
託
事
務

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

一 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
指
定
市
又
は
第
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
の
同
意
を
得
た
市
（
次
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と

い
う
。
）
が
、
指
定
区
間
外
の
国
道
の
道
路
管
理
者
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
（
第
四
十
八
条
の

三
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
九
条
第
一
項

（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条

第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
四
十
八
条
の
三

十
五
第
一
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
四
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七

条
第
六
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条

第
六
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条

第
三
項
、
第
五
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
、
第
五
十

八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条

第
一
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四

（
事
務
の
区
分
） 

第
九
十
七
条 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号

に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
次
項
に
お
い
て
「
第
一
号
法
定
受
託
事
務

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

一 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
指
定
市
又
は
第
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
の
同
意
を
得
た
市
（
次
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と

い
う
。
）
が
、
指
定
区
間
外
の
国
道
の
道
路
管
理
者
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
（
第
四
十
八
条
の

三
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
九
条
第
一
項

（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条

第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
四
十
八
条
の
三

十
五
第
一
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
四
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七

条
第
六
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条

第
六
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条

第
三
項
、
第
五
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
、
第
五
十

八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条

第
一
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
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条
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十

一
条
第
四
項
（
道
路
監
理
員
の
任
命
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
九
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
二
条
第
一
項
（
第
九
十
一

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
二
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
七
十
二
条
第
三
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
五
条
第
五
項
並
び
に

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八

十
五
条
第
三
項
、
第
九
十
一
条
第
三
項
並
び
に
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
指
定
区
間
外
の
国
道
を
構
成
し
て
い
た
不
用
物
件

の
管
理
者
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
九
十
五
条
（
第
九

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
処
理
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
） 

二
・
三 

（
略
） 

四 

第
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
国
道
に
関
し
て
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第

七
十
一
条
第
四
項
（
道
路
監
理
員
の
任
命
に
係
る
部
分
に
限
り
、
第
九
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
二
条
第
一
項
（
第
九

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
七
十
二
条
第

三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
九
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
五
条
第
五
項
並

び
に
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
九
十
一
条
第
三
項
並
び
に
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
指
定
区
間
外
の
国
道
を
構
成
し
て
い
た
不
用

物
件
の
管
理
者
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
九
十
五
条
（

第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
） 

二
・
三 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
権
限
の
委
任
） 

第
九
十
七
条
の
二 

こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
国
土
交

通
大
臣
の
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
整
備
局

長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
、
同
条
第
五
項
本
文
及
び
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項

本
文
の
規
定
に
よ
る
決
定
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
権
限
の
委
任
） 

第
九
十
七
条
の
二 

こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
国
土
交

通
大
臣
の
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
整
備
局

長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
及
び
同
条
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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第
百
条 

偽
計
又
は
威
力
を
用
い
て
、
占
用
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を
し

た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
二
百
五

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

２ 

占
用
入
札
等
に
つ
き
、
公
正
な
価
額
を
害
し
又
は
不
正
な
利
益
を
得
る
目
的
で

、
談
合
し
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。 

第
百
条 

偽
計
又
は
威
力
を
用
い
て
、
占
用
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を
し

た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
二
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又

は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

２ 

占
用
入
札
等
に
つ
き
、
公
正
な
価
額
を
害
し
又
は
不
正
な
利
益
を
得
る
目
的
で

、
談
合
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。 

 
 

第
百
一
条 

み
だ
り
に
道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
損
壊
し
、
若
し
く
は
道
路
の
附
属
物
を
移
転
し
、
若
し
く
は
損
壊
し

て
道
路
の
効
用
を
害
し
、
又
は
道
路
に
お
け
る
交
通
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
と
き

は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。 

第
百
一
条 

み
だ
り
に
道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
損
壊
し
、
若
し
く
は
道
路
の
附
属
物
を
移
転
し
、
若
し
く
は
損
壊
し

て
道
路
の
効
用
を
害
し
、
又
は
道
路
に
お
け
る
交
通
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
者
は

、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 
 

第
百
二
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
道
路
又
は
道
路
予
定
区
域
を
占
用
し
た
と
き

。 

二 

第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
に
違
反
し
て
道
路
又
は
道
路
予
定

区
域
を
占
用
し
た
と
き
。 

三 

第
四
十
三
条
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

四 

正
当
の
事
由
が
な
く
て
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
一
時
使

用
又
は
土
石
、
竹
木
そ
の
他
の
物
件
の
使
用
、
収
用
若
し
く
は
処
分
を
拒
み
、

又
は
妨
げ
た
と
き
。 

第
百
二
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
道
路
又
は
道
路
予
定
区
域
を
占
用
し
た
者 

 

二 

第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
に
違
反
し
て
道
路
又
は
道
路
予
定

区
域
を
占
用
し
た
者 

三 

第
四
十
三
条
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
違
反
し
た
者 

四 

正
当
の
事
由
が
な
く
て
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
一
時
使

用
又
は
土
石
、
竹
木
そ
の
他
の
物
件
の
使
用
、
収
用
若
し
く
は
処
分
を
拒
み
、

又
は
妨
げ
た
者 

 
 

第
百
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
三
十
二
条
第
三
項
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
道
路
又
は
道
路
予
定
区
域
を
占
用
し
た
と
き
。 

第
百
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
三
十
二
条
第
三
項
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
道
路
又
は
道
路
予
定
区
域
を
占
用
し
た
者 
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二 

第
三
十
九
条
の
九
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

三 
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
に
違
反
し

て
道
路
を
通
行
し
た
と
き
。 

四 

第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
に
違
反
し
て
水
底
ト
ン

ネ
ル
を
通
行
し
た
と
き
。 

五 

第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限
に
違
反
し
、
又
は

同
項
の
規
定
に
よ
り
通
行
が
禁
止
さ
れ
、
若
し
く
は
制
限
さ
れ
て
い
る
道
路
の

通
行
に
関
し
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
が
付
し
た

条
件
に
違
反
し
て
道
路
を
通
行
し
た
と
き
。 

六 

第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
最
高
限
度
を
超
え
る
車
両
の
通
行
に
関
し
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
道
路
管
理
者
が
付
し
た
条
件
に
違
反
し
て
車
両
を
通
行
さ
せ
て
い
る
者

に
対
す
る
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
命
令
（
第

七
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
監
理
員
の
命
令
を
含
む
。
）
に
違
反
し

た
と
き
。 

七 

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
に
違
反
し
て
防

災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
を
利
用
し
た
と
き
。 

八 

第
四
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
特
定
車
両

停
留
施
設
に
車
両
を
停
留
さ
せ
た
と
き
。 

九 

第
六
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
土
地
の
立
入
り
又
は
一
時
使
用
を
拒
み
、

又
は
妨
げ
た
と
き
。 

十 

第
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

二 

第
三
十
九
条
の
九
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
命
令
に
違
反
し
た
者 

三 

第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
に
違
反
し

て
道
路
を
通
行
し
た
者 

四 

第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
に
違
反
し
て
水
底
ト
ン

ネ
ル
を
通
行
し
た
者 

五 

第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限
に
違
反
し
、
又
は

同
項
の
規
定
に
よ
り
通
行
が
禁
止
さ
れ
、
若
し
く
は
制
限
さ
れ
て
い
る
道
路
の

通
行
に
関
し
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
が
付
し
た

条
件
に
違
反
し
て
道
路
を
通
行
し
た
者 

六 

第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
最
高
限
度
を
超
え
る
車
両
の
通
行
に
関
し
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
道
路
管
理
者
が
付
し
た
条
件
に
違
反
し
て
車
両
を
通
行
さ
せ
て
い
る
者

に
対
す
る
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
命
令
（
第

七
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
監
理
員
の
命
令
を
含
む
。
）
に
違
反
し

た
者 

（
新
設
） 

 

七 

第
四
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
特
定
車
両

停
留
施
設
に
車
両
を
停
留
さ
せ
た
者 

八 

第
六
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
土
地
の
立
入
り
又
は
一
時
使
用
を
拒
み
、

又
は
妨
げ
た
者 

九 

第
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者 

 
 

第
百
四
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
最
高
限
度
を
超
え
る
車
両
の
通
行
に
関
し
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
道
路
管
理
者
が
付
し
た
条
件
に
違
反
し
て
車
両
を
通
行
さ
せ
た
と
き
。 

二 

第
四
十
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
て
許
可
証
を
備
え
付
け
な
か
つ

第
百
四
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。 

一 
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
最
高
限
度
を
超
え
る
車
両
の
通
行
に
関
し
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
道
路
管
理
者
が
付
し
た
条
件
に
違
反
し
て
車
両
を
通
行
さ
せ
た
者 

二 

第
四
十
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
て
許
可
証
を
備
え
付
け
な
か
つ
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た
と
き
。 

三 
第
四
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
命
令
に
違
反
し
た

と
き
。 

四 

第
七
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
命
令
に

違
反
し
た
と
き
。 

五 

第
七
十
一
条
第
四
項
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
道
路
監
理
員
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

た
者 

三 

第
四
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
命
令
に
違
反
し
た

者 

四 

第
七
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
命
令
に

違
反
し
た
者 

五 

第
七
十
一
条
第
四
項
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
道
路
監
理
員
の
命
令
に
違
反
し
た
者 

 
 

第
百
五
条 

第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
八
条
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
十
二
若
し

く
は
第
四
十
八
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
命
令
又
は
第
四
十
七
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
政
令
で
定
め
る
基
準
を
超
え
る
車
両
を
通
行
さ
せ
て
い
る

者
に
対
す
る
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
命
令
に
違

反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。
第
七
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
監
理
員
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き

に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

第
百
五
条 

第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
八
条
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
十
二
若
し

く
は
第
四
十
八
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
命
令
又
は
第
四
十
七
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
政
令
で
定
め
る
基
準
を
超
え
る
車
両
を
通
行
さ
せ
て
い
る

者
に
対
す
る
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
命
令
に
違

反
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
第
七
十
一
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
道
路
監
理
員
の
命
令
に
違
反
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 
 

第
百
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
四
十
四
条
第
四
項
又
は
第
四
十
八
条
第
二
項
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理

者
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

二 

第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
せ
ず

、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
、
同
条
第
三
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
行
為
を

し
た
と
き
。 

三 

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
報
告
を
せ
ず

、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、

若
し
く
は
妨
げ
た
と
き
。 

第
百
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。 

一 

第
四
十
四
条
第
四
項
又
は
第
四
十
八
条
第
二
項
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
道
路

管
理
者
の
命
令
に
違
反
し
た
者 

（
新
設
） 

  
二 
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
報
告
を
せ

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒

み
、
若
し
く
は
妨
げ
た
者 
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第
百
九
条 

第
十
三
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
、
第
四
十
八
条
の
十
九
第
二
項
又
は

第
四
十
八
条
の
二
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ
の
権

限
を
行
う
者
は
、
本
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
と
み
な
す
。 

第
百
九
条 

第
十
三
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
又
は
第
四
十
八
条
の
十
九
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行
う
者
は
、
本
章
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
と
み
な
す
。 
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〇 

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
機
構
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
） 

第
八
条 

機
構
は
、
会
社
が
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
高
速
道
路
を
新
設

し
、
若
し
く
は
改
築
す
る
場
合
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
維

持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
高
速
道
路
の
道
路

管
理
者
に
代
わ
つ
て
、
そ
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も
の
と
す

る
。 

一
～
二
十
三 

（
略
） 

二
十
三
の
二 

道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
六
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
講
ず

べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

二
十
四 

道
路
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
自
ら

除
去
し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
除
去
さ
せ
、
同
法

第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
保
管
し
、
同
法
第
四

十
四
条
の
三
第
三
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
同
法
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
（
同

法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
違
法
放
置
等
物
件
を
売
却
し
、
及
び
代
金
を
保
管
し
、
並
び
に
同
法
第
四

十
四
条
の
三
第
五
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
廃
棄
す
る
こ
と
。 

二
十
五 

道
路
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
の
五
、
第
四
十
八
条
の

十
一
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
四
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
べ
き

道
路
標
識
又
は
区
画
線
を
定
め
る
こ
と
。 

（
機
構
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
） 

第
八
条 

機
構
は
、
会
社
が
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
高
速
道
路
を
新
設

し
、
若
し
く
は
改
築
す
る
場
合
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
維

持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
高
速
道
路
の
道
路

管
理
者
に
代
わ
つ
て
、
そ
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も
の
と
す

る
。 

一
～
二
十
三 

（
略
） 

（
新
設
） 

  

二
十
四 

道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
自
ら

除
去
し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
除
去
さ
せ
、
同
法

第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
保
管
し
、
同
法
第
四

十
四
条
の
二
第
三
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
（
同

法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
違
法
放
置
等
物
件
を
売
却
し
、
及
び
代
金
を
保
管
し
、
並
び
に
同
法
第
四

十
四
条
の
二
第
五
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
廃
棄
す
る
こ
と
。 

二
十
五 
道
路
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
の
五
及
び
第
四
十
八
条

の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
べ
き
道
路
標
識
又
は
区
画
線
を
定
め

る
こ
と
。 
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二
十
六
～
三
十
四 

（
略
） 

三
十
四
の
二 

道
路
法
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三
の
規
定
に
よ
り
防
災
拠
点

自
動
車
駐
車
場
の
利
用
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
。 

三
十
五
～
四
十
一 

（
略
） 

二
十
六
～
三
十
四 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

三
十
五
～
四
十
一 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

機
構
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ

の
権
限
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
権
限
が
同
項
第
一
号
、
第
三

号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
、
第
二

十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
、
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
、
第
三

十
一
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
又
は
第
三
十
四
号
の
二
か
ら
第
四
十
号
ま
で
に

掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
会
社
の
意
見
を
聴
き
、
同
項
第

一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
第
九
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
（
同

項
第
二
号
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
つ
て
は
高
速
自
動
車
国
道
法
第
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
他
の
工
作
物
の
管
理
者
が
、
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
つ

て
は
道
路
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
工
作
物
の
管
理
者
が
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
会
社
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
会
社
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
八
号
、
第
十
九

号
、
第
二
十
八
号
、
第
三
十
三
号
、
第
三
十
四
号
、
第
三
十
五
号
及
び
第
四
十

号
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
機
構
が
行
う
許
可
、

承
認
又
は
認
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は

、
会
社
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
道
路
法
第
三
十

二
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
道
路
管
理
者
」
と
あ
る

の
は
、
「
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
会
社
（
以
下
「

会
社
」
と
い
う
。
）
」
と
す
る
。 

６
～
10 

（
略
） 
 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

機
構
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
そ

の
権
限
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
権
限
が
同
項
第
一
号
、
第
三

号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
、
第
二

十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
、
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
、
第
三

十
一
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
又
は
第
三
十
五
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
に
掲
げ

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
会
社
の
意
見
を
聴
き
、
同
項
第
一
号

か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
第
九
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
（
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
つ
て
は
高
速
自
動
車
国
道
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
他
の
工
作
物
の
管
理
者
が
、
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
つ
て
は

道
路
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
工
作
物
の
管
理
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
会
社
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
会
社
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
八
号
、
第
十
九

号
、
第
二
十
八
号
、
第
三
十
三
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま
で
及
び
第
四
十
号
の
規

定
に
よ
り
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
機
構
が
行
う
許
可
、
承
認
又

は
認
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
会
社

を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
道
路
法
第
三
十
二
条
第

四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、

「
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
会
社
（
以
下
「
会
社
」

と
い
う
。
）
」
と
す
る
。 

６
～
10 

（
略
） 

 

 
 

（
会
社
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
） 

第
九
条 

会
社
は
、
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
高
速
道
路
を
新
設
し
、
若

し
く
は
改
築
す
る
場
合
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
維
持
、
修
繕

（
会
社
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
） 

第
九
条 

会
社
は
、
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
高
速
道
路
を
新
設
し
、
若

し
く
は
改
築
す
る
場
合
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
維
持
、
修
繕
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及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に

代
わ
つ
て
、
そ
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
九 
（
略
） 

十 

道
路
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
自
ら
除
去

し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
除
去
さ
せ
、
同
法
第
四

十
四
条
の
三
第
二
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
保
管
し
、
同
法
第
四
十
四

条
の
三
第
三
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
同
法
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
（
同
法
第

九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違

法
放
置
等
物
件
を
売
却
し
、
及
び
代
金
を
保
管
し
、
並
び
に
同
法
第
四
十
四

条
の
三
第
五
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
廃
棄
す
る
こ
と
。 

十
一 

前
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
定
め
た
道
路
標
識
又

は
区
画
線
を
、
道
路
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
の
五
、
第
四
十

八
条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
四
の
規
定
に
よ
り
設
け

る
こ
と
。 

十
二
～
十
四 

（
略
） 

及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に

代
わ
つ
て
、
そ
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
九 

（
略
） 

十 

道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
自
ら
除
去

し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
除
去
さ
せ
、
同
法
第
四

十
四
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
保
管
し
、
同
法
第
四
十
四

条
の
二
第
三
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
（
同
法
第

九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違

法
放
置
等
物
件
を
売
却
し
、
及
び
代
金
を
保
管
し
、
並
び
に
同
法
第
四
十
四

条
の
二
第
五
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
廃
棄
す
る
こ
と
。 

十
一 

前
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
定
め
た
道
路
標
識
又

は
区
画
線
を
、
道
路
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
の
五
及
び
第
四

十
八
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。 

 

十
二
～
十
四 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

高
速
自
動
車
国
道
と
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

、
機
構
又
は
鉄
道
事
業
者
（
以
下
「
鉄
道
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
の
鉄
道
と

が
相
互
に
交
差
す
る
場
合
に
お
い
て
、
会
社
が
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

て
当
該
高
速
自
動
車
国
道
の
新
設
又
は
改
築
を
行
う
と
き
は
、
会
社
及
び
当
該

鉄
道
事
業
者
等
は
、
高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
交
差
の
構
造
、
工
事
の
施
行
方
法
及
び
費
用
負
担
に
つ
い
て
、
あ

ら
か
じ
め
協
議
し
、
こ
れ
を
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

会
社
が
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
高
速
道

路
と
鉄
道
事
業
者
等
の
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

会
社
及
び
当
該
鉄
道
事
業
者
等
は
、
道
路
法
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
又
は
高

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

会
社
は
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
機
構
又

は
鉄
道
事
業
者
の
鉄
道
と
相
互
に
交
差
す
る
高
速
自
動
車
国
道
の
新
設
又
は
改

築
を
行
う
と
き
は
、
高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
機
構
又
は
当

該
鉄
道
事
業
者
と
当
該
交
差
の
構
造
、
工
事
の
施
行
方
法
及
び
費
用
負
担
に
つ

い
て
、
あ
ら
か
じ
め
協
議
し
、
こ
れ
を
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 
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速
自
動
車
国
道
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
法
第
三
十

一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
交
差
の
方
式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
し
、
こ
れ
を
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
交
差
部
分
に
つ
い
て
踏
切
道
改
良
促

進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

７ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
会
社
又
は
当
該
鉄
道

事
業
者
等
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

８ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
裁
定
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
会
社
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
等
の
意
見
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

９ 

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
会
社
と

当
該
鉄
道
事
業
者
等
と
の
協
議
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

10 

会
社
は
、
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ

つ
て
道
路
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
自
ら
除
去
し

、
若
し
く
は
除
去
さ
せ
、
同
法
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
（
同
法
第
九
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物

件
を
売
却
し
、
若
し
く
は
同
法
第
四
十
四
条
の
三
第
五
項
（
同
法
第
九
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物

件
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
第
一
項
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
り
高
速
道

路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
同
法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

車
両
を
移
動
し
、
若
し
く
は
移
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
機
構
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

11
・
12 

（
略
） 

 

      

６ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
会
社
、
独
立
行
政
法
人

鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
機
構
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
は
、
国

土
交
通
大
臣
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
裁
定
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
会
社
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整

備
支
援
機
構
、
機
構
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

８ 

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
会
社
と
独
立
行
政
法

人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
機
構
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
と
の

協
議
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

９ 

会
社
は
、
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ

つ
て
道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
自
ら
除
去
し

、
若
し
く
は
除
去
さ
せ
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
（
同
法
第
九
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物

件
を
売
却
し
、
若
し
く
は
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
五
項
（
同
法
第
九
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物

件
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
第
一
項
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
り
高
速
道

路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
同
法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

車
両
を
移
動
し
、
若
し
く
は
移
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
機
構
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

10
・
11 

（
略
） 
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（
地
方
道
路
公
社
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
） 

第
十
七
条 

地
方
道
路
公
社
は
、
第
十
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
第
十
二
条
第

一
項
の
許
可
を
受
け
て
道
路
を
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
す
る
場
合
、
第
十
四

条
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
又
は
第
十

五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
道
路
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
、
そ
の
権
限
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
十
九 

（
略
） 

十
九
の
二 

道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
六
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ

き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

二
十 

道
路
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
自
ら
除

去
し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
除
去
さ
せ
、
同
法
第

四
十
四
条
の
三
第
二
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
保
管
し
、
同
法
第
四
十

四
条
の
三
第
三
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
同
法
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
（
同
法

第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

違
法
放
置
等
物
件
を
売
却
し
、
及
び
代
金
を
保
管
し
、
並
び
に
同
法
第
四
十

四
条
の
三
第
五
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
廃
棄
す
る
こ
と
。 

二
十
一 

道
路
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
の
五
、
第
四
十
八
条
の

十
一
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
四
の
規
定
に
よ
り
道
路
標
識
又

は
区
画
線
を
設
け
る
こ
と
。 

二
十
二
～
三
十 

（
略
） 

三
十
の
二 

道
路
法
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
三
の
規
定
に
よ
り
防
災
拠
点
自

動
車
駐
車
場
の
利
用
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
。 

三
十
一
～
三
十
八 

（
略
） 

２ 

地
方
道
路
公
社
が
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を

（
地
方
道
路
公
社
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代
行
） 

第
十
七
条 

地
方
道
路
公
社
は
、
第
十
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
第
十
二
条
第

一
項
の
許
可
を
受
け
て
道
路
を
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
す
る
場
合
、
第
十
四

条
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
又
は
第
十

五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
道
路
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
、
そ
の
権
限
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
十
九 

（
略
） 

（
新
設
） 

  

二
十 

道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
自
ら
除

去
し
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
除
去
さ
せ
、
同
法
第

四
十
四
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
保
管
し
、
同
法
第
四
十

四
条
の
二
第
三
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
（
同
法

第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

違
法
放
置
等
物
件
を
売
却
し
、
及
び
代
金
を
保
管
し
、
並
び
に
同
法
第
四
十

四
条
の
二
第
五
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
違
法
放
置
等
物
件
を
廃
棄
す
る
こ
と
。 

二
十
一 

道
路
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
の
五
及
び
第
四
十
八
条

の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
標
識
又
は
区
画
線
を
設
け
る
こ
と
。 

 
二
十
二
～
三
十 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

三
十
一
～
三
十
八 

（
略
） 

（
新
設
） 
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行
い
、
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧

を
行
う
道
路
と
鉄
道
事
業
者
等
の
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
地
方
道
路
公
社
及
び
当
該
鉄
道
事
業
者
等
は
、
道
路
法
第
三
十
一
条

の
二
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
交
差
の
方

式
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
し
、
こ

れ
を
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
交

差
部
分
に
つ
い
て
踏
切
道
改
良
促
進
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
地
方
道
路
公
社
又
は
当

該
鉄
道
事
業
者
等
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
裁
定
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
道
路
公
社
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
等
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
裁
定
を
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
地
方
道
路
公
社
と
当

該
鉄
道
事
業
者
等
と
の
協
議
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

        

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

 

６ 

地
方
道
路
公
社
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代

わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
権
限
が
同
項
第
一

号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
き
、

そ
の
権
限
が
同
項
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
九

号
、
第
三
十
二
号
又
は
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
項
第
十
二
号
に
掲
げ

る
権
限
に
あ
つ
て
は
道
路
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
入
札
占
用
指
針
を

定
め
る
こ
と
に
限
り
、
第
一
項
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
つ
て
は
同
法

第
四
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
で
あ
る

と
き
は
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
の
同
意
を
得
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
権
限
を
行

つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
二

号
又
は
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
つ
て
は
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に

及
ぼ
す
支
障
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
道
路
の
占
用
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に

２ 

地
方
道
路
公
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ

つ
て
そ
の
権
限
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
権
限
が
同
項
第
一
号

に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
き
、
そ

の
権
限
が
同
項
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
九
号

、
第
三
十
二
号
又
は
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る

権
限
に
あ
つ
て
は
道
路
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
入
札
占
用
指
針
を
定

め
る
こ
と
に
限
り
、
前
項
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
つ
て
は
同
法
第
四

十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
き

は
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
の
同
意
を
得
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
権
限
を
行
つ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
二
号
又
は

第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
つ
て
は
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
及
ぼ
す

支
障
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
道
路
の
占
用
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
場
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係
る
場
合
に
限
る
。 

７ 
（
略
） 

合
に
限
る
。 

３ 

（
略
） 

 
 

（
会
社
管
理
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
が
権
限
を
行
う
場
合
の
意
見
の
聴
取
等 

 

） 

第
三
十
条 

道
路
管
理
者
は
、
会
社
管
理
高
速
道
路
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
権

限
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
機
構
及
び
会
社
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

五
の
二 

道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
沿
道
区
域
の
全
部
又
は
一

部
の
区
域
を
届
出
対
象
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
。 

六
～
九 

（
略
） 

九
の
二 

道
路
法
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す

る
こ
と
。 

十
～
十
四 

（
略
） 

（
会
社
管
理
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
が
権
限
を
行
う
場
合
の
意
見
の
聴
取
等 

） 

第
三
十
条 

道
路
管
理
者
は
、
会
社
管
理
高
速
道
路
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
権

限
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
機
構
及
び
会
社
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

（
新
設
） 

  

六
～
九 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

十
～
十
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
公
社
管
理
道
路
の
道
路
管
理
者
が
権
限
を
行
う
場
合
の
意
見
の
聴
取
等
） 

第
三
十
一
条 

道
路
管
理
者
は
、
地
方
道
路
公
社
が
第
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
て
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
し
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕
及

び
災
害
復
旧
を
行
い
、
若
し
く
は
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
維
持
、

修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
道
路
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
新

設
し
、
若
し
く
は
改
築
し
、
若
し
く
は
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕

及
び
災
害
復
旧
を
行
う
指
定
都
市
高
速
道
路
（
以
下
「
公
社
管
理
道
路
」
と
総

称
す
る
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
権
限
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
地
方
道
路
公
社
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

三
の
二 

道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
沿
道
区
域
の
全
部
又
は
一

（
公
社
管
理
道
路
の
道
路
管
理
者
が
権
限
を
行
う
場
合
の
意
見
の
聴
取
等
） 

第
三
十
一
条 

道
路
管
理
者
は
、
地
方
道
路
公
社
が
第
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
て
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
し
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕
及

び
災
害
復
旧
を
行
い
、
若
し
く
は
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
維
持
、

修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
道
路
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
新

設
し
、
若
し
く
は
改
築
し
、
若
し
く
は
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕

及
び
災
害
復
旧
を
行
う
指
定
都
市
高
速
道
路
（
以
下
「
公
社
管
理
道
路
」
と
総

称
す
る
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
権
限
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
地
方
道
路
公
社
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 
（
略
） 

（
新
設
） 
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部
の
区
域
を
届
出
対
象
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
。 

四
～
七 

（
略
） 

七
の
二 
道
路
法
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す

る
こ
と
。 

八
～
十
二 
（
略
） 

 

四
～
七 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

八
～
十
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
違
法
放
置
等
物
件
の
保
管
に
つ
い
て
の
道
路
法
の
規
定
の
適
用
） 

第
三
十
五
条 

第
八
条
第
一
項
第
二
十
四
号
、
第
九
条
第
一
項
第
十
号
又
は
第
十

七
条
第
一
項
第
二
十
号
の
規
定
に
よ
り
道
路
法
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規

定
す
る
道
路
管
理
者
の
権
限
を
代
わ
つ
て
行
う
機
構
等
又
は
会
社
が
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
違
法
放
置
等
物
件
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代

金
を
含
む
。
）
を
保
管
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
八
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
等
又
は
会
社
」
と

す
る
。 

（
違
法
放
置
等
物
件
の
保
管
に
つ
い
て
の
道
路
法
の
規
定
の
適
用
） 

第
三
十
五
条 

第
八
条
第
一
項
第
二
十
四
号
、
第
九
条
第
一
項
第
十
号
又
は
第
十

七
条
第
一
項
第
二
十
号
の
規
定
に
よ
り
道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規

定
す
る
道
路
管
理
者
の
権
限
を
代
わ
つ
て
行
う
機
構
等
又
は
会
社
が
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
違
法
放
置
等
物
件
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代

金
を
含
む
。
）
を
保
管
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
八
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
機
構
等
又
は
会
社
」
と

す
る
。 

 
 

（
収
入
の
帰
属
） 

第
四
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
道
路
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
占
用
料
、
第
三
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は

高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
連
結
料
、
第
三

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
道
路
法
第
四
十
七
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
手
数
料
、
第
八
条
第
一
項
第
二
十
四
号
若
し
く
は
第
十
七

条
第
一
項
第
二
十
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
を
機
構
等
が
代
わ
つ
て
行
つ
た
場

合
に
お
け
る
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
、
第
四
十
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金

又
は
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
五
十
八

（
収
入
の
帰
属
） 

第
四
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
道
路
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
占
用
料
、
第
三
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は

高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
連
結
料
、
第
三

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
道
路
法
第
四
十
七
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
手
数
料
、
第
八
条
第
一
項
第
二
十
四
号
若
し
く
は
第
十
七

条
第
一
項
第
二
十
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者
の
権
限
を
機
構
等
が
代
わ
つ
て
行
つ
た
場

合
に
お
け
る
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
、
第
四
十
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金

又
は
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
五
十
八
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条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
、
第
六
十
条
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
六
十
二

条
後
段
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
占
用
料
若
し
く
は
連
結

料
を
徴
収
し
、
当
該
手
数
料
の
納
付
を
受
け
、
又
は
当
該
負
担
金
を
負
担
さ
せ

た
機
構
等
の
収
入
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り

道
路
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理

者
の
権
限
を
会
社
が
代
わ
つ
て
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
七
項
の
規
定
に

基
づ
く
負
担
金
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
、
第
六
十
条
た
だ
し
書
及

び
第
六
十
二
条
後
段
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
負
担
金
の

負
担
を
求
め
た
会
社
の
収
入
と
す
る
。 

条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
、
第
六
十
条
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
六
十
二

条
後
段
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
占
用
料
若
し
く
は
連
結

料
を
徴
収
し
、
当
該
手
数
料
の
納
付
を
受
け
、
又
は
当
該
負
担
金
を
負
担
さ
せ

た
機
構
等
の
収
入
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
九
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り

道
路
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理

者
の
権
限
を
会
社
が
代
わ
つ
て
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
七
項
の
規
定
に

基
づ
く
負
担
金
並
び
に
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
三
項
、
第
六
十
条
た
だ
し
書
及

び
第
六
十
二
条
後
段
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
負
担
金
の

負
担
を
求
め
た
会
社
の
収
入
と
す
る
。 

 
 

（
権
限
の
委
任
） 

第
五
十
六
条 

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発

局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
七
項
及
び
第
十
七
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
く
裁
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。 

（
権
限
の
委
任
） 

第
五
十
六
条 

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発

局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
に
基
づ
く
裁
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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〇 

高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
高
速
自
動
車
国
道
と
鉄
道
と
の
交
差
） 

第
十
二
条 

高
速
自
動
車
国
道
と
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支

援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
鉄
道
事

業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
鉄
道
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
の
鉄
道
と
が

相
互
に
交
差
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当

該
鉄
道
事
業
者
等
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
交
差
の
構
造
、
工
事
の
施
行
方
法

及
び
費
用
負
担
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
決
定

前
に
、
国
土
交
通
大
臣
と
当
該
鉄
道
事
業
者
等
と
の
間
に
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ

い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

２ 

高
速
自
動
車
国
道
と
鉄
道
事
業
者
等
の
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
等
の
意
見
を
聴
い
て

、
当
該
交
差
部
分
の
管
理
の
方
法
で
あ
つ
て
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
に

必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
決
定

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
決
定
前
に
、
国
土
交
通
大
臣

と
当
該
鉄
道
事
業
者
等
と
の
間
に
当
該
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
本
文
又
は
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す

る
と
き
は
、
鉄
道
の
整
備
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
鉄
道
事
業
の
発
達
、
改
善

及
び
調
整
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
高
速
自
動
車
国
道
と
鉄
道
と
の
交
差
） 

第
十
二
条 

高
速
自
動
車
国
道
と
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支

援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
鉄
道
事

業
者
の
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立

行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
当
該
鉄
道
事
業
者
の
意

見
を
聴
い
て
、
当
該
交
差
の
構
造
、
工
事
の
施
行
方
法
及
び
費
用
負
担
を
決
定

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
決
定
前
に
、
国
土
交
通
大
臣

と
こ
れ
ら
の
者
と
の
間
に
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
新
設
） 

      

２ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
る
と
き
は
、
鉄
道

の
整
備
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
鉄
道
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
特
に

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
道
路
法
の
適
用
） 

第
二
十
五
条 

高
速
自
動
車
国
道
の
新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ

の
他
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
道
路
法
及
び

 

（
道
路
法
の
適
用
） 

第
二
十
五
条 
高
速
自
動
車
国
道
の
新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ

の
他
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
道
路
法
及
び
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同
法
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
、
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
中
「
第
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と

、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
の
二

第
五
項
、
第
四
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
又
は
第
六
十
一
条
第
二
項
中
「
道
路

管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
（
指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
つ
て
は
、

政
令
）
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
」
と
、
同
法
第
二
十
四
条
の
三
中
「
条
例
（
国

道
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
省
令
）
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
」
と
、

同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
七
十
三
条
第
二
項
中
「
条
例
（
指
定
区
間
内

の
国
道
に
あ
つ
て
は
、
政
令
）
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
」
と
、
同
法
第
四
十
四

条
の
二
第
二
項
中
「
条
例
（
指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
省

令
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
」
と

、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交

通
省
令
」
と
、
同
法
第
四
十
七
条
の
二
第
四
項
中
「
当
該
許
可
に
関
す
る
権
限

を
行
う
者
が
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
政
令
で
、
そ
の
他
の
者

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で

」
と
あ
る
の
は
「
政
令
で
」
と
、
同
法
第
百
九
条
中
「
第
十
三
条
第
二
項
、
第

二
十
七
条
、
第
四
十
八
条
の
十
九
第
二
項
又
は
第
四
十
八
条
の
二
十
二
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
」
と
あ
る
の
は
「
高
速
自
動
車
国
道

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
代
わ
つ
て
」
と
、
「
道
路
管
理
者

と
み
な
す
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
と
み
な
す
」
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

同
法
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
、
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
中
「
第
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と

、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
の
二

第
五
項
、
第
四
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
又
は
第
六
十
一
条
第
二
項
中
「
道
路

管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
（
指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
つ
て
は
、

政
令
）
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
」
と
、
同
法
第
二
十
四
条
の
三
中
「
条
例
（
国

道
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
省
令
）
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
」
と
、

同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
七
十
三
条
第
二
項
中
「
条
例
（
指
定
区
間
内

の
国
道
に
あ
つ
て
は
、
政
令
）
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
」
と
、
同
法
第
四
十
七

条
の
二
第
四
項
中
「
当
該
許
可
に
関
す
る
権
限
を
行
う
者
が
国
土
交
通
大
臣
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
政
令
で
、
そ
の
他
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該

道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
で
」
と

、
同
法
第
百
九
条
中
「
第
十
三
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
又
は
第
四
十
八
条
の

十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
」
と
あ
る
の
は
「
高
速

自
動
車
国
道
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
代
わ
つ
て
」
と
、
「

道
路
管
理
者
と
み
な
す
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
と
み
な
す
」
と
す
る

。 

   

２ 

（
略
） 

 

（
権
限
の
委
任
） 

第
二
十
五
条
の
二 

前
章
及
び
こ
の
章
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
整
備
局
長
又
は

北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
第
一
項

本
文
及
び
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。 

 

（
権
限
の
委
任
） 

第
二
十
五
条
の
二 

前
章
及
び
こ
の
章
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
整
備
局
長
又
は

北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
第
一
項

本
文
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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〇 

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
輸
送
の
安
全
に
関
わ
る
情
報
の
公
表
） 

第
十
九
条
の
三 

国
土
交
通
大
臣
は
、
毎
年
度
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に

係
る
事
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
事
項
、
踏
切
道

改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
係
る
事
項
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
輸
送
の
安
全
に
関
わ
る
情
報
を
整
理
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る

。 

（
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
輸
送
の
安
全
に
関
わ
る
情
報
の
公
表
） 

第
十
九
条
の
三 

国
土
交
通
大
臣
は
、
毎
年
度
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に

係
る
事
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
事
項
、
踏
切
道

改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
係
る
事
項
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
輸

送
の
安
全
に
関
わ
る
情
報
を
整
理
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
土
地
の
立
入
り
及
び
使
用
） 

第
二
十
二
条 

鉄
道
事
業
者
は
、
鉄
道
施
設
に
関
す
る
測
量
、
実
地
調
査
又
は
工

事
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
、
他
人
の
土

地
に
立
ち
入
り
、
又
は
そ
の
土
地
を
次
に
掲
げ
る
目
的
の
た
め
一
時
的
に
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

材
料
置
場
の
設
置 

二 

天
災
、
事
変
そ
の
他
の
非
常
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
道
路
運
送

車
両
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
運
送
車
両
を
い
う
。
）
の
置
場
、
土
石
の
捨
場
、

作
業
場
又
は
索
道
の
設
置 

２
～
11 

（
略
） 

 
（
土
地
の
立
入
り
及
び
使
用
） 

第
二
十
二
条 

鉄
道
事
業
者
は
、
鉄
道
施
設
に
関
す
る
測
量
、
実
地
調
査
又
は
工

事
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
、
他
人
の
土

地
に
立
ち
入
り
、
又
は
そ
の
土
地
を
一
時
材
料
置
場
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

   
２
～
11 

（
略
） 

 

 
 

（
植
物
等
の
伐
採
等
） 

第
二
十
二
条
の
二 

鉄
道
事
業
者
は
、
植
物
若
し
く
は
土
石
が
鉄
道
線
路
そ
の
他

の
輸
送
の
安
全
の
確
保
に
必
要
な
鉄
道
施
設
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

も
の
に
障
害
を
及
ぼ
し
、
若
し
く
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
植
物
若

 

（
新
設
） 
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し
く
は
土
石
が
当
該
鉄
道
施
設
に
関
す
る
測
量
、
実
地
調
査
若
し
く
は
工
事
に

支
障
を
及
ぼ
す
場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の

許
可
を
受
け
て
、
そ
の
植
物
を
伐
採
し
、
若
し
く
は
移
植
し
、
又
は
そ
の
土
石

を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

鉄
道
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
植
物
を
伐
採
し
、
若
し
く
は
移
植
し

、
又
は
土
石
を
除
去
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
植
物
又
は
土
石
の
所

有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
す
る
こ
と

が
困
難
な
と
き
は
、
伐
採
若
し
く
は
移
植
又
は
除
去
の
後
、
遅
滞
な
く
、
通
知

す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。 

３ 

前
条
第
三
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
植
物

の
伐
採
若
し
く
は
移
植
又
は
土
石
の
除
去
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

（
乗
継
円
滑
化
措
置
等
） 

第
二
十
二
条
の
三 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

第
二
十
二
条
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は

、
前
項
の
裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
及

び
第
七
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
同
条

第
九
項
及
び
第
十
一
項
中
「
補
償
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
事
者
が
取
得
し

、
又
は
負
担
す
べ
き
金
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
乗
継
円
滑
化
措
置
等
） 

第
二
十
二
条
の
二 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

前
条
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項

の
裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七

項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
同
条
第
九
項

及
び
第
十
一
項
中
「
補
償
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
事
者
が
取
得
し
、
又
は

負
担
す
べ
き
金
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
の
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

第
二
十
二
条
の
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

第
六
十
七
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を

し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は

こ
れ
を
併
科
す
る
。 

一 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
鉄
道
事
業
を
経
営
し
た
と
き
。 

二 

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
そ
の
名
義
を
他
人
に
鉄
道
事
業
の

た
め
利
用
さ
せ
た
と
き
。 

第
六
十
七
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は

三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

 

一 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
鉄
道
事
業
を
経
営
し
た
者 

二 

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
そ
の
名
義
を
他
人
に
鉄
道
事
業
の

た
め
利
用
さ
せ
た
者 
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三 

第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
そ
の
事
業
を
他
人
に
そ
の
名
に

お
い
て
経
営
さ
せ
た
と
き
。 

三 

第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
そ
の
事
業
を
他
人
に
そ
の
名
に

お
い
て
経
営
さ
せ
た
者 

 
 

第
六
十
八
条 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を

し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は

こ
れ
を
併
科
す
る
。 

一 

第
三
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
索
道
事
業
を
経
営
し
た
と
き
。 

二 

第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て

そ
の
名
義
を
他
人
に
索
道
事
業
の
た
め
利
用
さ
せ
た
と
き
。 

三 

第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し

て
そ
の
事
業
を
他
人
に
そ
の
名
に
お
い
て
経
営
さ
せ
た
と
き
。 

第
六
十
八
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は

二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

 

一 

第
三
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
索
道
事
業
を
経
営
し
た
者 

二 

第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て

そ
の
名
義
を
他
人
に
索
道
事
業
の
た
め
利
用
さ
せ
た
者 

三 

第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し

て
そ
の
事
業
を
他
人
に
そ
の
名
に
お
い
て
経
営
さ
せ
た
者 

 
 

第
六
十
九
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を

し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又

は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

一 

第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

検
査
に
合
格
し
て
い
な
い
鉄
道
施
設
を
使
用
さ
せ
、
譲
渡
し
、
又
は
旅
客
若
し

く
は
貨
物
の
運
送
を
行
う
事
業
の
用
に
供
し
た
と
き
。 

二 

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
輸
送
の
安
全
に
関
し
て
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
に
違
反
し
た
と
き
。 

三 

第
二
十
五
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
違
反
し
て
、
業
務
の
管
理
の
委
託
又
は
受
託
を
し
た
と
き
。 

四 

第
三
十
条
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
事
業
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

五 

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
合
格
し
て
い
な
い
索
道
施
設
を
索
道
事
業
の

用
に
供
し
た
と
き
。 

第
六
十
九
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若

し
く
は
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

 

一 

第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

検
査
に
合
格
し
て
い
な
い
鉄
道
施
設
を
使
用
さ
せ
、
譲
渡
し
、
又
は
旅
客
若
し

く
は
貨
物
の
運
送
を
行
う
事
業
の
用
に
供
し
た
者 

二 

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
輸
送
の
安
全
に
関
し
て
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
に
違
反
し
た
者 

三 

第
二
十
五
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
違
反
し
て
、
業
務
の
管
理
の
委
託
又
は
受
託
を
し
た
者 

四 

第
三
十
条
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
事
業
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
者 

五 

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
合
格
し
て
い
な
い
索
道
施
設
を
索
道
事
業
の

用
に
供
し
た
者 
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第
七
十
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
（
第
十
二
条
第
四
項
（
第
三
十
八
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
又
は
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受

け
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
認
可
を
受
け
な
い
で
し
た
と
き
。 

二 

第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
な
い
で
車
両
を

旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
を
行
う
事
業
の
用
に
供
し
た
と
き
。 

三 

第
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
届
け
出
た
運
賃
若
し
く
は
料
金
に
よ
ら
な
い
で
、
運

賃
又
は
料
金
を
収
受
し
た
と
き
。 

四 

第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
て
、
運
賃
又
は
料
金
を
収

受
し
た
と
き
。 

五 

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
運
行
を
し
た
と
き
。 

六 

第
十
八
条
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
、
協
定
を
締
結
し
、
又
は

そ
の
内
容
を
変
更
し
た
と
き
。 

七 

第
十
八
条
の
三
第
一
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
届
け
出
た
安
全
管
理
規
程
（
第
十

八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
八
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
ら
な
い
で
、

事
業
を
行
つ
た
と
き
。 

八 

第
十
八
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
、
第
二
十

五
条
第
三
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三

十
八
条
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

九 

第
十
八
条
の
三
第
四
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
違
反
し
て
、
安
全
統
括
管
理
者
、
運
転
管
理
者
又
は
索
道
技
術
管

第
七
十
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。 

一 

第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
（
第
十
二
条
第
四
項
（
第
三
十
八
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
第
一
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
又
は
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受

け
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
認
可
を
受
け
な
い
で
し
た
者 

二 

第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
な
い
で
車
両
を

旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
を
行
う
事
業
の
用
に
供
し
た
者 

三 

第
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
届
け
出
た
運
賃
若
し
く
は
料
金
に
よ
ら
な
い
で
、
運

賃
又
は
料
金
を
収
受
し
た
者 

四 

第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
て
、
運
賃
又
は
料
金
を
収

受
し
た
者 

五 

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
運
行
を
し
た
者 

六 

第
十
八
条
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
、
協
定
を
締
結
し
、
又
は

そ
の
内
容
を
変
更
し
た
者 

七 

第
十
八
条
の
三
第
一
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
届
け
出
た
安
全
管
理
規
程
（
第
十

八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
八
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
ら
な
い
で
、

事
業
を
行
つ
た
者 

八 

第
十
八
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十

五
条
第
三
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三

十
八
条
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

九 

第
十
八
条
の
三
第
四
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
違
反
し
て
、
安
全
統
括
管
理
者
、
運
転
管
理
者
又
は
索
道
技
術
管
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理
者
を
選
任
し
な
か
つ
た
と
き
。 

十 
第
十
八
条
の
三
第
五
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。 

十
一 

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
（
前
条
第
二

号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

十
二 

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届

出
を
し
て
、
鉄
道
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
た
と
き
。 

十
三 

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な

い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
、
鉄
道
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た

と
き
。 

十
四 

第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届

出
を
し
て
、
索
道
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
再
開
し
た
と
き
。 

十
五 

第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と

き
。 

十
六 

第
五
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨

げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽

の
陳
述
を
し
た
と
き
。 

十
七 

第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
鉄
道
線
路
を
敷
設
し
た
と
き

。 

理
者
を
選
任
し
な
か
つ
た
者 

十 

第
十
八
条
の
三
第
五
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

十
一 

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
（
前
条
第
二
号

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

十
二 

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届

出
を
し
て
、
鉄
道
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
た
者 

十
三 

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な

い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
、
鉄
道
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た

者 

十
四 

第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届

出
を
し
て
、
索
道
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
再
開
し
た
者 

十
五 

第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者 

 

十
六 

第
五
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨

げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽

の
陳
述
を
し
た
者 

十
七 

第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
鉄
道
線
路
を
敷
設
し
た
者 

 
 

第
七
十
一
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を

し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
九
条
第
三
項
（
第
十
二
条
第
四
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
工
事
計
画
を
変
更
し
た
と
き
。 

二 

第
十
二
条
第
二
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
、
鉄
道
施
設
を
変

更
し
た
と
き
。 

三 

第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を

し
て
、
車
両
を
旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
を
行
う
事
業
の
用
に
供
し
た
と
き
。 

第
七
十
一
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。 

一 

第
九
条
第
三
項
（
第
十
二
条
第
四
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
工
事
計
画
を
変
更
し
た
者 

二 
第
十
二
条
第
二
項
（
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
、
鉄
道
施
設
を
変

更
し
た
者 

三 

第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出

を
し
て
、
車
両
を
旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
を
行
う
事
業
の
用
に
供
し
た
者 
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〇 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
七
条
関
係
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
法

律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
法

律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

法
律 

事
務 

（
略
） 

（
略
） 

道

路

法

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

百

八

十
号
） 

一 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
指
定
市
又
は
第

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
同
意
を
得
た

市
（
次
号
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
が
、

指
定
区
間
外
の
国
道
の
道
路
管
理
者
と
し
て
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び

第
三
項
（
第
四
十
八
条
の
三
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
九
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

四
十
四
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
四
十
八
条
の
三
十
五

第
一
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
四
条
第
一
項
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十
四

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
、
第
五
十

四
条
の
二
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

法
律 

事
務 

（
略
） 

（
略
） 

道

路

法

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

百

八

十
号
） 

一 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
指
定
市
又
は
第

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
同
意
を
得
た

市
（
次
号
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
が
、

指
定
区
間
外
の
国
道
の
道
路
管
理
者
と
し
て
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び

第
三
項
（
第
四
十
八
条
の
三
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
九
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

四
十
四
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
四
十
八
条
の
三
十
五

第
一
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
四
条
第
一
項
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十
四

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
、
第
五
十

四
条
の
二
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第



 

 

- 58 - 

十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
三
項
、
第
五

十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
、
第

五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項

、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
六
項

及
び
第
七
項
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項

、
第
七
十
一
条
第
四
項
（
道
路
監
理
員
の
任
命
に
係
る
部

分
に
限
り
、
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
二
条
第
一
項
（
第
九
十
一
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
二

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び

第
七
項
並
び
に
第
七
十
二
条
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
七
十
五
条
第
五
項
並
び
に
同
条
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
九
十
一
条

第
三
項
並
び
に
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十

四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
指
定
区
間
外
の
国

道
を
構
成
し
て
い
た
不
用
物
件
の
管
理
者
と
し
て
処
理
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
九
十
五
条
（
第
九
十
一

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
三
項
、
第
五

十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
、
第

五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項

並
び
に
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第

六
項
及
び
第
七
項
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第

四
項
、
第
七
十
一
条
第
四
項
（
道
路
監
理
員
の
任
命
に
係

る
部
分
に
限
り
、
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
二
条
第
一
項
（
第
九
十
一

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七

十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
六
項

及
び
第
七
項
並
び
に
第
七
十
二
条
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
七
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
五
条
第
五
項
並
び
に
同
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
九
十

一
条
第
三
項
並
び
に
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
指
定
区
間
外

の
国
道
を
構
成
し
て
い
た
不
用
物
件
の
管
理
者
と
し
て
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
九
十
五
条
（
第
九

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

。
） 

ロ
・
ハ 

（
略
） 
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ニ 

第
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
国
道
に
関
し
て
都
道

府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

ホ 

（
略
） 

二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

踏

切

道

改

良

促

進

法

（

昭

和

三

十

六

年

法

律

第

百

九

十

五
号
） 

第
三
条
第
五
項
、
第
四
条
第
十
七
項
（
第
五
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条

第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
新
設
） 

 

ニ 

（
略
） 

二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

踏

切

道

改

良

促

進

法

（

昭

和

三

十

六

年

法

律

第

百

九

十

五
号
） 

第
四
条
第
十
一
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
務 

（
略
） 

（
略
） 
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〇 

道
路
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
） 

 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

附 

則 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
改
正
後
の
法
第
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分

の
間
、
一
般
国
道
（
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
改
正
前
の
法
の
規
定
に
よ
る
一
級

国
道
で
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
新
設
又
は
改
築
で
そ
の
行
う
べ
き
も
の
を

、
当
該
新
設
又
は
改
築
に
係
る
一
般
国
道
の
部
分
の
存
す
る
都
道
府
県
又
は
指

定
市
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
法

第
十
七
条
第
九
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

４
～
15 

（
略
） 

附 

則 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
改
正
後
の
法
第
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分

の
間
、
一
般
国
道
（
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
改
正
前
の
法
の
規
定
に
よ
る
一
級

国
道
で
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
新
設
又
は
改
築
で
そ
の
行
う
べ
き
も
の
を

、
当
該
新
設
又
は
改
築
に
係
る
一
般
国
道
の
部
分
の
存
す
る
都
道
府
県
又
は
指

定
市
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
法

第
十
七
条
第
八
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

４
～
15 

（
略
） 
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〇 

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
九
条
関
係
） 

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

（
略
） 

二 

鉄
道
軌
道
整
備
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
八
条
第
七

項
又
は
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と

し
て
、
鉄
道
事
業
者
に
対
し
、
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
。 

三
・
四 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

（
略
） 

二 

鉄
道
軌
道
整
備
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
八
条
第
七

項
又
は
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し

て
、
鉄
道
事
業
者
に
対
し
、
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
。 

三
・
四 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 
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〇 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
） 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
及
び
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整

備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
） 

第
二
十
八
条 

（
略
） 

２
～
12 

（
略
） 

 

13 

特
定
道
路
公
社
が
民
間
資
金
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
社
管
理

道
路
運
営
権
を
設
定
し
た
場
合
に
お
け
る
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
十
条
第
四

項
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
第
四
項
、
第
十
七
条
第
七
項
、
第
二
十
四
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
条
第
四
項
中
「
、
第
二
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
」

と
あ
る
の
は
「
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
十
四
条
中
「
料
金
」
と
あ
る
の
は

「
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同

法
第
十
五
条
第
四
項
中
「
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「

又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
十
七
条
第
七
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二

項
並
び
に
第
五
十
二
条
中
「
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
」
と
、
同
法
第

二
十
四
条
第
三
項
中
「
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
公
社
管
理
道
路
運
営
権
者
（
同
項
に
規
定
す
る
公
社
管
理
道
路
運
営
権
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
利
用
料
金
を
収
受
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
」
と

、
「
料
金
の
徴
収
を
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
公
社
管
理
道
路
運
営
権
者
が
利
用

料
金
の
徴
収
を
」
と
、
「
料
金
の
徴
収
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
の
徴

収
施
設
」
と
、
「
料
金
を
徴
収
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
を
徴
収
さ

れ
る
」
と
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
料
金
を
徴
収
し
よ
う
」
と
あ
る
の

は
「
公
社
管
理
道
路
運
営
権
者
に
利
用
料
金
を
収
受
さ
せ
よ
う
」
と
、
「
そ
の

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
及
び
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整

備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
） 

第
二
十
八
条 

（
略
） 

２
～
12 

（
略
） 

13 

特
定
道
路
公
社
が
民
間
資
金
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
社
管
理

道
路
運
営
権
を
設
定
し
た
場
合
に
お
け
る
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
十
条
第
四

項
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
第
四
項
、
第
十
七
条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
条
第
四
項
中
「
、
第
二
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
」

と
あ
る
の
は
「
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
十
四
条
中
「
料
金
」
と
あ
る
の
は

「
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同

法
第
十
五
条
第
四
項
中
「
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「

又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
十
七
条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二

項
並
び
に
第
五
十
二
条
中
「
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
」
と
、
同
法
第

二
十
四
条
第
三
項
中
「
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
公
社
管
理
道
路
運
営
権
者
（
同
項
に
規
定
す
る
公
社
管
理
道
路
運
営
権
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
利
用
料
金
を
収
受
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
」
と

、
「
料
金
の
徴
収
を
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
公
社
管
理
道
路
運
営
権
者
が
利
用

料
金
の
徴
収
を
」
と
、
「
料
金
の
徴
収
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
の
徴

収
施
設
」
と
、
「
料
金
を
徴
収
さ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
を
徴
収
さ

れ
る
」
と
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
料
金
を
徴
収
し
よ
う
」
と
あ
る
の

は
「
公
社
管
理
道
路
運
営
権
者
に
利
用
料
金
を
収
受
さ
せ
よ
う
」
と
、
「
そ
の
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額
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
」
と
、
「
当
該
料
金
の
額
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
」
と
し
、
同
法
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

額
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
」
と
、
「
当
該
料
金
の
額
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
」
と
し
、
同
法
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 
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〇 

日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
） 

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

（
管
理
有
料
高
速
道
路
の
維
持
、
修
繕
等
の
特
例
の
経
過
措
置
） 

第
二
十
六
条 

（
略
） 

２ 

管
理
有
料
高
速
道
路
に
つ
い
て
は
、
新
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可

を
受
け
て
新
設
し
、
又
は
改
築
し
た
高
速
道
路
と
み
な
し
て
新
特
別
措
置
法
第

四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十

五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係

る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
、
第

三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四

十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
三
項
、
第
四
項

前
段
及
び
第
六
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第

五
十
一
条
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項
（
後
段
に
あ

っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
技
術
的
読
替
え
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三

項
、
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
並
び
に
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
条

ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
特
別
措
置
法
第
九
条
第

十
項
及
び
第
十
一
項
、
第
四
十
五
条
第
三
項
、
第
四
項
前
段
及
び
第
六
項
並
び

に
第
五
十
一
条
第
四
項
中
「
機
構
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
管
理
者
」
と
す
る
ほ

か
、
新
特
別
措
置
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、

政
令
で
定
め
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
管
理
有
料
高
速
道
路
の
維
持
、
修
繕
等
の
特
例
の
経
過
措
置
） 

第
二
十
六
条 

（
略
） 

２ 

管
理
有
料
高
速
道
路
に
つ
い
て
は
、
新
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可

を
受
け
て
新
設
し
、
又
は
改
築
し
た
高
速
道
路
と
み
な
し
て
新
特
別
措
置
法
第

四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十

五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係

る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
、
第

三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四

十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
三
項
、
第
四
項

前
段
及
び
第
六
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第

五
十
一
条
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項
（
後
段
に
あ

っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
技
術
的
読
替
え
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三

項
、
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
並
び
に
第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
条

ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
特
別
措
置
法
第
九
条
第

九
項
及
び
第
十
項
、
第
四
十
五
条
第
三
項
、
第
四
項
前
段
及
び
第
六
項
並
び
に

第
五
十
一
条
第
四
項
中
「
機
構
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
管
理
者
」
と
す
る
ほ
か

、
新
特
別
措
置
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政

令
で
定
め
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 
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〇 

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

第
二
条 

道
路
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
四
十
七
条
の
六
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
六
」
に
、
「
第
四
十
七

条
の
七
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
七
」
に
、
「
第
十
三
節 

道
路
協
力
団
体
（
第 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
第
十
三
節 

指
定 

四
十
八
条
の
四
十
六
―
第
四
十
八
条
の
五
十
一
）
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
十
四
節 

道
路 

 

登
録
確
認
機
関
（
第
四
十
八
条
の
四
十
六
―
第
四
十
八
条
の
五
十
九
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め 

 
 

協
力
団
体
（
第
四
十
八
条
の
六
十
―
第
四
十
八
条
の
六
十
五
） 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

る
。 

 

第
二
条 

道
路
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
四
十
七
条
の
六
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
六
」
に
、
「
第
四
十
七

条
の
七
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
七
」
に
、
「
第
十
三
節 

道
路
協
力
団
体
（
第 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
第
十
三
節 

指
定 

四
十
八
条
の
四
十
六
―
第
四
十
八
条
の
五
十
一
）
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
十
四
節 

道
路 

 

登
録
確
認
機
関
（
第
四
十
八
条
の
四
十
六
―
第
四
十
八
条
の
五
十
九
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め 

 
 

協
力
団
体
（
第
四
十
八
条
の
六
十
―
第
四
十
八
条
の
六
十
五
） 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

る
。 

 

 
 

（
略
） 

第
百
六
条
中
第
三
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る

。 

三 

第
四
十
七
条
の
七
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。 

四 

第
四
十
八
条
の
五
十
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
帳
簿
を
備
え
付

け
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
帳
簿
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は

帳
簿
を
保
存
し
な
か
つ
た
と
き
。 

五 

第
四
十
八
条
の
五
十
三
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

六 

第
四
十
八
条
の
五
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く

は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、

（
略
） 

第
百
六
条
中
第
二
号
を
第
七
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る

。 

二 

第
四
十
七
条
の
七
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

三 

第
四
十
八
条
の
五
十
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
帳
簿
を
備
え
付
け

ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
帳
簿
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
帳
簿

を
保
存
し
な
か
つ
た
者 

四 
第
四
十
八
条
の
五
十
三
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者 

五 

第
四
十
八
条
の
五
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は

虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
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若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁

を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
。 

七 
第
四
十
八
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
登

録
等
事
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
と
き
。 

く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず

、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者 

六 

第
四
十
八
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
な
い
で
登

録
等
事
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
者 

第
四
条 

道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
第
一
項
第
二
十
五
号
中
「
第
四
十
七
条
の
五
」
を
「
第
四
十
七
条
の

十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
九
号
中
「
第
四
十
七
条
の
三
第
二
項
」
の
下
に

「
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
」
を
加
え
、
「
同
条
第
四
項
又
は
第
五
項

」
を
「
同
法
第
四
十
七
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
四
十
七
条
の

十
一
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
に
改
め
、
「
許
可
基
準
等
」
の
下
に
「
又
は

判
定
基
準
等
」
を
加
え
、
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
法
第
四
十
七
条
の
三
第
九

項
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
十
一
号
を
第
四

十
二
号
と
し
、
第
三
十
七
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同

項
第
三
十
六
号
中
「
第
四
十
八
条
の
五
十
」
を
「
第
四
十
八
条
の
六
十
四
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
七
号
と
し
、
同
項
中
第
三
十
五
号
を
第
三
十
六
号

と
し
、
第
三
十
四
号
の
二
を
第
三
十
五
号
の
二
と
し
、
第
三
十
二
号
か
ら
第
三

十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
三
十
一
号
中
「
第
四
十
七
条
の

八
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三

十
二
号
と
し
、
同
項
第
三
十
号
中
「
第
四
十
七
条
の
四
」
を
「
第
四
十
七
条
の

十
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
一
号
と
し
、
同
項
第
二
十
九
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三
十 

（
略
） 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
三
十
六
号
又
は
第
三
十
九
号
」
を
「
第
三
十
七
号
又

は
第
四
十
号
」
に
、
「
又
は
第
三
十
六
号
」
を
「
又
は
第
三
十
七
号
」
に
改
め

、
「
第
四
十
七
条
の
三
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項

」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
三
号
若
し
く
は
第
三
十
六
号
」
を
「
第

三
十
四
号
若
し
く
は
第
三
十
七
号
」
に
改
め
、
「
第
四
十
七
条
の
三
第
二
項
」

の
下
に
「
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
一
項
第
三
十
九

号
」
を
「
第
一
項
第
四
十
号
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
六
号
」

を
「
第
三
十
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
九
号
ま
で
、
第
三
十

第
四
条 

道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
第
一
項
第
二
十
五
号
中
「
第
四
十
七
条
の
五
」
を
「
第
四
十
七
条
の

十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
九
号
中
「
第
四
十
七
条
の
三
第
二
項
」
の
下
に

「
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
」
を
加
え
、
「
同
条
第
四
項
又
は
第
五
項

」
を
「
同
法
第
四
十
七
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
四
十
七
条
の

十
一
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
に
改
め
、
「
許
可
基
準
等
」
の
下
に
「
又
は

判
定
基
準
等
」
を
加
え
、
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
法
第
四
十
七
条
の
三
第
九

項
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
十
一
号
を
第
四

十
二
号
と
し
、
第
三
十
七
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同

項
第
三
十
六
号
中
「
第
四
十
八
条
の
五
十
」
を
「
第
四
十
八
条
の
六
十
四
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
七
号
と
し
、
同
項
中
第
三
十
五
号
を
第
三
十
六
号

と
し
、
第
三
十
二
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第

三
十
一
号
中
「
第
四
十
七
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
八
第
一
項

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
二
号
と
し
、
同
項
第
三
十
号
中
「
第
四
十
七

条
の
四
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
一
号
と

し
、
同
項
第
二
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三
十 

（
略
） 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
三
十
六
号
又
は
第
三
十
九
号
」
を
「
第
三
十
七
号
又

は
第
四
十
号
」
に
、
「
又
は
第
三
十
六
号
」
を
「
又
は
第
三
十
七
号
」
に
改
め

、
「
第
四
十
七
条
の
三
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項

」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
三
号
若
し
く
は
第
三
十
六
号
」
を
「
第

三
十
四
号
若
し
く
は
第
三
十
七
号
」
に
改
め
、
「
第
四
十
七
条
の
三
第
二
項
」

の
下
に
「
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
一
項
第
三
十
九

号
」
を
「
第
一
項
第
四
十
号
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
六
号
」

を
「
第
三
十
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
九
号
ま
で
、
第
三
十
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一
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
又
は
第
三
十
四
号
の
二
か
ら
第
四
十
号
ま
で
」
を

「
第
三
十
号
ま
で
、
第
三
十
二
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
又
は
第
三
十
五
号
の

二
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
」
に
、
「
第
九
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
」
を
「
第
九

号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
十
三
号
、
第
三

十
四
号
、
第
三
十
五
号
及
び
第
四
十
号
」
を
「
第
三
十
四
号
、
第
三
十
五
号
、

第
三
十
六
号
及
び
第
四
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十
三
号
又

は
第
三
十
四
号
」
を
「
第
三
十
四
号
又
は
第
三
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
九

項
中
「
第
三
十
七
号
」
を
「
第
三
十
八
号
」
に
改
め
る
。 

（
略
） 

第
十
七
条
第
一
項
第
二
十
一
号
中
「
第
四
十
七
条
の
五
」
を
「
第
四
十
七
条

の
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
五
号
中
「
第
四
十
七
条
の
三
第
二
項
」
の
下

に
「
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
」
を
加
え
、
「
同
条
第
四
項
又
は
第
五

項
」
を
「
同
法
第
四
十
七
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
四
十
七
条

の
十
一
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
に
改
め
、
「
許
可
基
準
等
」
の
下
に
「
又

は
判
定
基
準
等
」
を
加
え
、
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
法
第
四
十
七
条
の
三
第

九
項
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
十
八
号
を
第

三
十
九
号
と
し
、
第
三
十
三
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ

、
同
項
第
三
十
二
号
中
「
第
四
十
八
条
の
五
十
」
を
「
第
四
十
八
条
の
六
十
四

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
三
号
と
し
、
同
項
中
第
三
十
一
号
を
第
三
十

二
号
と
し
、
第
三
十
号
の
二
を
第
三
十
一
号
の
二
と
し
、
第
二
十
八
号
か
ら
第

三
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
十
七
号
中
「
第
四
十
七
条
の

八
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二

十
八
号
と
し
、
同
項
第
二
十
六
号
中
「
第
四
十
七
条
の
四
」
を
「
第
四
十
七
条

の
十
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
七
号
と
し
、
同
項
第
二
十
五
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
十
六 

（
略
） 

第
十
七
条
第
六
項
中
「
第
二
十
九
号
、
第
三
十
二
号
又
は
第
三
十
五
号
」
を

「
第
三
十
号
、
第
三
十
三
号
又
は
第
三
十
六
号
」
に
改
め
、
「
第
四
十
七
条
の

三
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
」
を
加
え
、
同
項
た

だ
し
書
中
「
第
三
十
二
号
」
を
「
第
三
十
三
号
」
に
改
め
る
。 

一
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
又
は
第
三
十
五
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
」
を
「
第

三
十
号
ま
で
、
第
三
十
二
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
又
は
第
三
十
六
号
か
ら
第

四
十
一
号
ま
で
」
に
、
「
第
九
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
」
を
「
第
九
号
か
ら
第

四
十
一
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
十
三
号
か
ら
第
三
十
五
号

ま
で
及
び
第
四
十
号
」
を
「
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
及
び
第
四
十

一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十
三
号
又
は
第
三
十
四
号
」
を
「
第

三
十
四
号
又
は
第
三
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
第
三
十
七
号
」
を

「
第
三
十
八
号
」
に
改
め
る
。 

（
略
） 

第
十
七
条
第
一
項
第
二
十
一
号
中
「
第
四
十
七
条
の
五
」
を
「
第
四
十
七
条

の
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
五
号
中
「
第
四
十
七
条
の
三
第
二
項
」
の
下

に
「
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
」
を
加
え
、
「
同
条
第
四
項
又
は
第
五

項
」
を
「
同
法
第
四
十
七
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
四
十
七
条

の
十
一
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
に
改
め
、
「
許
可
基
準
等
」
の
下
に
「
又

は
判
定
基
準
等
」
を
加
え
、
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
法
第
四
十
七
条
の
三
第

九
項
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
十
八
号
を
第

三
十
九
号
と
し
、
第
三
十
三
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ

、
同
項
第
三
十
二
号
中
「
第
四
十
八
条
の
五
十
」
を
「
第
四
十
八
条
の
六
十
四

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
三
号
と
し
、
同
項
中
第
三
十
一
号
を
第
三
十

二
号
と
し
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

第
二
十
七
号
中
「
第
四
十
七
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
八
第
一

項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
八
号
と
し
、
同
項
第
二
十
六
号
中
「
第
四

十
七
条
の
四
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
七

号
と
し
、
同
項
第
二
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二
十
六 

（
略
） 

第
十
七
条
第
二
項
中
「
第
二
十
九
号
、
第
三
十
二
号
又
は
第
三
十
五
号
」
を

「
第
三
十
号
、
第
三
十
三
号
又
は
第
三
十
六
号
」
に
改
め
、
「
第
四
十
七
条
の

三
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
」
を
加
え
、
同
項
た

だ
し
書
中
「
第
三
十
二
号
」
を
「
第
三
十
三
号
」
に
改
め
る
。 
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（
略
） 

（
略
） 

 
 

附 
則 

第
八
条 

踏
切
道
改
良
促
進
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
八
項
中
「
第
四
十
八
条
の
四
十
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の

六
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

附 

則 

第
八
条 

踏
切
道
改
良
促
進
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
五
項
中
「
第
四
十
八
条
の
四
十
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の

六
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 


